
Title 公権の現代化（５） ： EU環境法における「個人の権利」とそのドイツ行政法に対する影響を手がかりと
して

Author(s) 谷, 遼大; Tani, Ryota

Citation 北大法学論集, 74(1), 164[1]-126[39]

Issue Date 2023-05-31

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/89441

Type departmental bulletin paper

File Information lawreview_74_1_04_Tani.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



［1］北法74（1・164）164

　
　
　
　
　

目　
　

次

序
章

　

第
一
節
：
問
題
意
識

　

第
二
節
：
本
稿
の
手
法
と
構
成�

（
以
上
、
七
二
巻
六
号
）

論
　
　
　
説

　
　
　

公
権
の
現
代
化
（
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─ 
Ｅ
Ｕ
環
境
法
に
お
け
る
「
個
人
の
権
利
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
ド
イ
ツ
行
政
法
に
対
す
る
影
響
を
手
が
か
り
と
し
て 

─
─

谷　
　
　

遼　

大



論　　　説

［2］ 北法74（1・163）163

第
一
章
：
Ｅ
Ｕ
環
境
法
に
お
け
る
個
人
の
権
利
の
生
成

　

第
一
節
：
個
人
の
権
利
の
基
層

　
　

第
一
款
：
Ｅ
Ｕ
法
の
直
接
効
果
─
─
一
九
六
三
年van Gend &

 Loos

事
件

　
　

第
二
款
：
指
令
の
直
接
効
果
─
─
一
九
七
四
年van D

uyn

事
件

　
　

第
三
款
：
構
成
国
の
国
家
責
任
─
─
一
九
九
一
年Francovich

事
件

　
　

第
四
款
：
検
討
─
─
個
人
の
権
利
の
機
能
化

　

第
二
節
：
一
九
九
〇
年
代
の
判
例
に
お
け
る
個
人
の
権
利

　
　

第
一
款
：
一
九
九
一
年
地
下
水
判
決

　
　

第
二
款
：
一
九
九
一
年
大
気
質
判
決
Ⅰ
─
─T
A
 Luft

判
決

　
　

第
三
款
：
一
九
九
一
年
大
気
質
判
決
Ⅱ

　
　

第
四
款
：
一
九
九
一
年
表
層
水
判
決

　
　

第
五
款
：
一
九
九
六
年
貝
類
水
域
判
決

　
　

第
六
款
：
検
討

　

第
三
節
：
一
九
九
〇
年
代
の
法
務
官
意
見
に
お
け
る
個
人
の
権
利

　
　

第
一
款
：
法
務
官van Gerven

─
─
地
下
水
判
決

　
　

第
二
款
：
法
務
官M

ischo

─
─
二
つ
の
大
気
質
判
決

　
　

第
三
款
：
法
務
官Jacobs

─
─
表
層
水
判
決
と
貝
類
水
域
判
決

　

第
四
節
：
小
括�

（
以
上
、
七
三
巻
一
号
）

第
二
章
：
Ｅ
Ｕ
環
境
法
に
お
け
る
個
人
の
権
利
の
展
開

　

第
一
節
：
自
然
保
護
の
利
益
─
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ザ
ル
ガ
イ
漁
判
決

　

第
二
節
：
大
気
質
に
関
す
る
判
例

　
　

第
一
款
：
二
〇
〇
八
年Janecek

判
決

　
　

第
二
款
：
二
〇
一
一
年Stichting N

atuur en M
ilieu

判
決



公権の現代化（５）

［3］北法74（1・162）162

　
　

第
三
款
：
二
〇
一
四
年Client Earth

判
決

　
　

第
四
款
：
整
理

　

第
三
節
：
オ
ー
フ
ス
条
約
に
関
す
る
判
例

　
　

第
一
款
：
二
〇
一
一
年Slow

akischer Braunbär

判
決

　
　

第
二
款
：
二
〇
一
六
年Slow

akischer Braunbär II

判
決

　
　

第
三
款
：
二
〇
一
七
年Protect

判
決

　

第
四
節
：
中
間
総
括

　
　

第
一
款
：
個
人
の
利
益

　
　

第
二
款
：
利
害
関
係�

（
以
上
、
七
三
巻
四
号
）

第
三
章
：
公
権
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化

　

第
一
節
：
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
と
公
権

　

第
二
節
：
訴
訟
的
解
決
策

　

第
三
節
：
実
体
法
的
解
決
策

　

第
四
節
：
立
法
論
的
解
決
策

　
　

第
一
款
：
特
別
規
定
の
創
設

　
　

第
二
款
：
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
の
削
除

　

第
五
節
：
判
例

　
　

第
一
款
：
連
邦
行
政
裁
判
所
第
七
法
廷
判
決
（
二
〇
一
三
年
）

　
　

第
二
款
：
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
行
政
裁
判
所
判
決
（
二
〇
一
六
年
）

　
　

第
三
款
：
検
討

　

第
六
節
：
小
括�

（
以
上
、
七
三
巻
六
号
）

第
四
章
：
行
政
裁
判
権
の
機
能
と
限
界
─
─
行
政
裁
判
権
の
正
統
化
と
団
体
訴
訟
を
め
ぐ
る
考
察

　

第
一
節
：
主
観
的
権
利
保
護



論　　　説

［4］ 北法74（1・161）161

　
　

第
一
款
：
主
観
的
権
利
保
護
の
構
想

　
　

第
二
款
：
主
観
的
権
利
保
護
の
構
想
の
帰
結

　

第
二
節
：
裁
判
権
の
民
主
的
正
統
化

　
　

第
一
款
：Böckenförde

の
民
主
的
正
統
化
論

　
　

第
二
款
：
裁
判
権
の
民
主
的
正
統
化
の
問
題
点

　

第
三
節
：
個
別
的
正
統
化
の
構
想

　
　

第
一
款
：Christoph M

öllers

　
　

第
二
款
：K

laus Ferdinand Gärditz

　
　

第
三
款
：K

laus Rennert

　
　

第
四
款
：
整
理

　

第
四
節
：
客
観
化
に
よ
る
正
統
化
の
不
足
？

　
　

第
一
款
：
正
統
化
の
不
足

　
　

第
二
款
：
団
体
訴
訟
の
正
統
化

　
　

第
三
款
：
検
討

　

第
五
節
：
小
括�

（
以
上
、
本
号
）

第
五
章
：
公
権
の
現
代
化

終
章第

四
章
：
行
政
裁
判
権
の
機
能
と
限
界
─
─
行
政
裁
判
権
の
正
統
化
と
団
体
訴
訟
を
め
ぐ
る
考
察

　

第
一
章
お
よ
び
第
二
章
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
近
年
ま
で
の
判
例
を
題
材
に
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
個
人
の
権
利
の
認
定
基
準
に
つ
き
検



公権の現代化（５）

［5］北法74（1・160）160

討
を
行
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
法
上
の
「
個
人
の
権
利
」
は
、
ド
イ
ツ
の
「
公
権
」
概
念
よ
り
も
明
ら
か
に
緩
や
か
な
基
準
に
よ
っ
て
、
し
か
も
法
の

実
効
性
な
ど
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
に
は
馴
染
み
の
な
い
要
素
を
も
加
味
し
た
上
で
、
認
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
ド
イ
ツ
行
政

法
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
到
底
権
利
性
を
承
認
し
が
た
い
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
の
国
内
裁
判
所
が
権
利
性
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
場
合
が
生
じ
う
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
三
章
で
は
、
ド
イ
ツ
行
政
法
学
が
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
法
と
Ｅ
Ｕ
法
の
構
想

と
の
間
に
あ
る
差
異
を
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
解
決
策
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
い
く

つ
か
の
分
類
を
示
し
つ
つ
、
確
認
し
た
。

　

本
章
、
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
第
五
章
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
影
響
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
権
の

機
能
と
限
界
を
再
確
認
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
「
公
権
」
の
概
念
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で

の
検
討
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
設
定
す
る
。
Ｅ
Ｕ
法
上
の
個
人
の
権
利
は
、「
権
利
の
機
能
化
」
ま
た
は
「
個
人
の
道
具
化
」

と
い
っ
た
傾
向
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
権
利
の
理
解
を
、
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
に
お
い
て
も
通
用
し
う
る
、
一
般
的
な
議
論
と
し
て
提

示
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
（
第
五
章
）。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い

て
導
入
が
加
速
し
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
（
公
益
的
）「
団
体
訴
訟
」
制
度
、す
な
わ
ち
、主
観
的
権
利
に
基
づ
か
な
い
「
客
観
的
な
訴
権
」
は
、

主
観
法
的
な
構
想
を
採
用
す
る
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
何
ら
か
の
問
題

を
生
じ
さ
せ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
（
第
四
章
）。

　

ま
ず
、
第
四
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
（
環
境
）
団
体
訴
訟
を
一
つ
の
議
論
の
題
材
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
権
の
機
能

と
限
界
に
つ
い
て
、
批
判
的
に
検
討
す
る
。
ま
た
、
そ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
行
政
裁
判
権
の
正
統
化
と
い
う
規
範
的
な
観
点
を
手
が
か

り
と
し
た
分
析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
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第
一
節
：
主
観
的
権
利
保
護

第
一
款
：
主
観
的
権
利
保
護
の
構
想

　

ま
ず
は
、
ド
イ
ツ
の
行
政
法
学
の
一
般
的
特
性
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
べ
く
、
ド
イ
ツ
行
政
法
の
構
想
に
つ
い
て
確

認
す
る
。
一
般
に
、
ド
イ
ツ
行
政
法
学
は
、
公
権
力
に
よ
る
権
利
侵
害
に
対
し
て
出
訴
の
途
を
保
障
す
る
基
本
法
一
九
条
四
項
を
根
拠
に
、

「
主
観
的
権
利
保
護
（subjektiver Rechtsschutz

）」
の
構
想
を
採
用
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い（

１
）る

。
こ
の
構
想
を
特
徴
づ
け
る

の
は
、
原
告
適
格
に
関
す
る
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
と
、
本
案
審
理
に
関
す
る
一
一
三
条
一
項
お
よ
び
五
項
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
要
件
と
し
て
、
自
ら
の
権
利
の
侵
害
ま
た
は
そ
の
可
能
性
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景

か
ら
、
ド
イ
ツ
の
行
政
訴
訟
や
行
政
裁
判
権
の
基
礎
は
、
古
く
か
ら
「
公
権
（subjektives öffentliches Recht

）」
の
概
念
に
見
出
さ
れ

て
い（

２
）る

。
こ
の
公
権
の
概
念
は
、
法
治
国
の
象
徴
と
し
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
行
政
法
総
論
と
行
政
訴
訟
論
の
両
方
に
お
い
て
、
極
め
て
重

要
な
概
念
と
し
て
の
位
置
を
確
立
し
て
き
た
。
ド
イ
ツ
連
邦
行
政
裁
判
所
の
長
官
を
務
め
たK

laus Rennert

は
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
行

政
裁
判
権
の
特
徴
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
行
政
裁
判
権
に
対
し
て
主
要
な
任
務
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
市
民
の
そ
の
権
利
を
国
家
に
よ
る
高
権
的
な

力
か
ら
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
行
政
裁
判
権
は
こ
れ
に
向
け
ら
れ
、
こ
の
た
め
に
創
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
行
政
裁
判
権
は
、
そ
の
つ
ど

の
原
告
の
主
観
的
権
利
に
焦
点
を
当
て
、
そ
こ
に
深
く
入
り
込
む
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
事
を
考
慮
の
外
に
置
く
の
で
あ（

３
）る

」。

第
二
款
：
主
観
的
権
利
保
護
の
構
想
の
帰
結
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こ
の
よ
う
に
し
て
主
観
的
権
利
保
護
の
構
想
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
行
政
訴
訟
の
制
度
設
計
や
法
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
理
論
上
で
一
定
の

帰
結
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
ま
ず
、
行
政
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
は
、
原
則
と
し
て
自
ら
の
主
観
的
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
者

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
そ
れ
以
外
の
者
の
訴
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
構
想
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
け
れ

ば
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
と
さ
れ
、
他
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な（

４
）る

。
ま
た
、
主
観
的
権
利
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
権
利
を
自

ら
の
意
思
に
よ
っ
て
自
由
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
（
自
由
処
分
の
原
則
）。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
権
利
を
有
す
る
者
は
、
必
ず
し
も
訴
え

を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
訴
え
を
提
起
し
た
後
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ（

５
）る

。
そ
し

て
、
行
政
裁
判
権
は
、
争
訟
を
裁
定
す
る
こ
と
で
「
法
的
平
和
（Rechtsfrieden

）」
を
保
つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
実
効
的
な
権
利
保
護
と
い
う
見
地
か
ら
、
実
際
上
で
も
当
事
者
間
の
争
訟
を
解
決
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な（

６
）い

。
最
後
に
、

判
決
効
の
範
囲
は
、
原
則
と
し
て
争
訟
当
事
者
に
限
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
第
三
者
に
ま
で
判
決
効
を
拡
大
す
る
た
め
に
は
そ
の
訴
訟
に
関

与
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な（

７
）る

。
こ
う
し
た
主
観
的
権
利
保
護
の
構
想
が
も
た
ら
す
帰
結
は
、
ド
イ
ツ
と
対
比
的
に
参
照
さ
れ
る
フ
ラ
ン

ス
行
政
法
の
「
客
観
法
的
統
制
（objektive Rechtskontrolle

）」
の
構
想
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
主
観
的
権
利
保
護
の
構
想
に
基
づ
け
ば
、
ド
イ
ツ
の
行
政
訴
訟
に
お
い
て
は
原
告
の
主
観
的
権
利
を
保
護

す
る
こ
と
が
ま
ず
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
訴
訟
に
み
ら
れ
る
「
適
法
性
の
統

制
」
と
い
う
視
点
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
例
の
検
討
を
通
じ
て
読
み
取
ら
れ
た
「
市
民
の
動
員
を
通
じ
た
法
の
貫
徹
」
と
い
う

視
点
は
、
背
後
に
退
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
適
法
性
の
統
制
が
行
政
訴
訟
の
果
た
し
て
い
る
一
つ
の
重
要
な
機
能

で
あ
る
こ
と
自
体
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、適
法
性
の
統
制
は
、行
政
訴
訟
の
主
要
な
目
的
で
は
な
い
が
、し
か
し「
歓

迎
す
べ
き
附
随
的
効
果
」
と
で
も
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ（

８
）う

。
こ
う
し
て
、
適
法
性
の
統
制
を
主
た
る
目
的
と
す
る
訴
訟
、
日
本
で
い
う

と
こ
ろ
の
客
観
訴
訟
は
、
主
観
的
権
利
保
護
の
構
想
に
お
い
て
は
排
除
こ
そ
さ
れ
な
い
も
の
の
、
体
系
的
な
観
点
か
ら
み
る
と
例
外
的
な
位



論　　　説

［8］ 北法74（1・157）157

置
に
あ
る
と
と
も
に
、
そ
も
そ
も
そ
の
憲
法
上
の
許
容
性
す
ら
も
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ（

９
）る

。

　

既
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
そ
の
判
例
を
通
じ
て
、
特
に
環
境
法
と
い
う
領
域
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の

行
政
訴
訟
に
お
け
る
狭
い
原
告
適
格
に
対
す
る
変
化
を
要
求
し
て
き
た
。
Ｅ
Ｕ
法
の
影
響
と
と
も
に
ド
イ
ツ
に
は
現
行
の
法
律
、
特
に

行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
の
解
釈
の
枠
内
で
は
対
応
し
切
れ
な
い
領
域
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
対
応
策
と
し
て
「
団
体
訴
訟

（V
erbandsklage

）」
な
ど
と
い
っ
た
救
済
手
段
が
発
展
し
つ
つ
あ

（
（1
（

る
。
紆
余
曲
折
を
経
て
施
行
さ
れ
て
い
る
現
行
の
ド
イ
ツ
の
環
境
団
体

訴
訟
で
は
、
原
告
の
主
観
的
権
利
の
侵
害
の
主
張
は
訴
訟
要
件
か
ら
外
さ
れ
て
お

（
（1
（

り
、
こ
う
し
た
近
年
の
動
向
か
ら
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
訴

訟
シ
ス
テ
ム
は
一
部
に
お
い
て
主
観
的
権
利
保
護
か
ら
客
観
法
的
統
制
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
圧
力
は
、
間
違
い
な
く
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
に
対
し
て
大
き
な
変
動
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
の
構
想
の
柔

軟
性
、
対
応
能
力
、
そ
し
て
限
界
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
一
つ
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
主
観
的
権
利
保
護
の
体
系
に
お
い
て
、
行
政
裁
判
権
に
原
告
の
権
利
を
離
れ
た
統

制
機
能
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
、
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
限
界
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
法
が
ド
イ
ツ
法
に
及
ぼ
す
影
響
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
現
行
の
行
政
法
シ
ス
テ
ム
の
発
展
可
能
性
と
限
界
が
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
以

下
で
は
、
と
り
わ
け
「
行
政
裁
判
権
の
正
統
化
」
と
い
う
規
範
的
な
視
点
を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
行

う
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節
：
裁
判
権
の
民
主
的
正
統
化

　

行
政
訴
訟
や
行
政
裁
判
権
の
機
能
を
拡
大
・
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
う
る
の
が
、「
裁
判
権
の
正
統
化
」
と
い
う
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論
点
で
あ
る
。
裁
判
権
も
国
家
権
力
の
一
つ
で
あ
る
以
上
、
そ
の
国
家
権
力
を
裏
付
け
る
た
め
の
正
統
化
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と

な
る
の
は
、
裁
判
権
の
正
統
化
が
、
裁
判
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
個
人
の
権
利
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
の

関
心
に
即
し
て
い
え
ば
、
行
政
訴
訟
に
個
人
の
権
利
の
保
護
を
度
外
視
し
た
法
の
貫
徹
と
い
う
機
能
を
認
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
果
た
し
て

行
政
裁
判
権
は
正
統
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
点
、
公
法
学
に
お
い
て
は
行
政
の
正
統
化
に
つ
い
て
は
議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
て
き
た
一
方

（
（1
（

で
、
裁
判
権
の
正
統

（
（1
（

化
に
つ
い
て
は
そ

れ
ほ
ど
議
論
が
進
ん
で
い
な
い
よ
う
に
み
え

（
（1
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
こ
れ
に
つ
い
て
、Ernst-W

olfgang Böckenförde

の
民
主
的

正
統
化
論
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
の
理
解
を
概
観
的
に
確
認
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
彼
の
理
論
が
裁
判
権
の
正
統
化
と
の
関
係
に
お
い

て
抱
え
て
い
た
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
款
：Böckenförde

の
民
主
的
正
統
化
論

　

国
家
権
力
の
正
統
化
を
め
ぐ
っ
て
は
、
主
に
行
政
の
正
統
化
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
基
本
法
二
〇
条
二
項
「
あ
ら
ゆ
る
国
家
権

力
は
国
民
（V

olk

）
に
由
来
す
る
」
の
解
釈
問
題
で
あ
る
「
民
主
的
正
統
化
（dem

okratische Legitim
ation

）」
を
中
心
に
、
議
論
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
の
公
法
学
に
お
い
て
は
、数
多
く
の
先
行
研
究
が
示
す
通
り
、一
九
九
〇
年
代
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ

て
、Böckenförde

の
民
主
的
正
統
化
に
関
す
る
定
式
が
受
け
入
れ
ら
れ

（
（1
（

た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
民
主
的
正
統
化
は
、
①
機
能
的
・

制
度
的
正
統
化
、
②
人
的
正
統
化
、
③
事
項
的
・
内
容
的
正
統
化
と
い
う
三
つ
の
正
統
化
手
段
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
ら

の
正
統
化
手
段
の
相
互
作
用
か
ら
基
本
法
の
要
求
す
る
必
要
な
正
統
化
水
準
を
満
た
し
て
い
る
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な

（
（1
（

る
。

　

た
だ
し
、
①
機
能
的
・
制
度
的
正
統
化
は
、
憲
法
制
定
者
が
三
権
を
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
機
能
・
機
関
ご
と
に
構
成
し
た
こ
と
を
根
拠
と
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す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
は
、
す
で
に
憲
法
制
定
者
と
し
て
の
国
民
を
通
じ
て
、
抽
象
的
に
正
統
化
さ
れ
て

い
（
（1
（

る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
機
能
的
・
制
度
的
正
統
化
は
、
国
民
か
ら
国
家
権
力
へ
の
具
体
的
・
永
続
的
な
帰
責
の
連
関
の
確

立
に
寄
与
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
単
独
で
必
要
な
正
統
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
ず
、
他
の
正
統
化
手
段
と
代
替
的
な
関
係
に
も
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
法
上
で
必
要
な
民
主
的
正
統
化
の
水
準
に
達
し
て
い
る
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
憲
法
に

よ
る
正
統
化
で
あ
る
機
能
的
・
制
度
的
正
統
化
を
除
き
、
人
的
正
統
化
と
事
項
的
・
内
容
的
正
統
化
が
主
要
な
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な

（
（1
（

る
。

　

な
お
、
②
人
的
正
統
化
は
、
国
家
的
な
事
項
を
委
託
さ
れ
る
個
々
の
職
務
担
当
者
か
ら
正
統
化
主
体
で
あ
る
国
民
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き

る
「
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
正
統
化
の
連
鎖
」
が
保
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
形
式
面
に
着
目
し
た
正
統
化
手
段
で
あ

（
（1
（

る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
③
事
項
的
・
内
容
的
正
統
化
は
、
議
会
制
定
法
へ
の
拘
束
と
民
主
的
責
任
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
成
る
、
実
体
的
な
正
統
化
手
段

で
あ
る
。
前
者
は
、
国
民
に
よ
る
選
挙
を
通
じ
て
直
接
に
正
統
化
さ
れ
た
議
会
に
立
法
権
が
保
障
さ
れ
、
そ
し
て
国
会
に
よ
っ
て
議
決
さ
れ

た
法
律
に
他
の
全
て
の
国
家
機
関
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
は
、
定
期
的
に
行
わ
れ
る
選
挙
を
通
じ
て
国
民

の
代
表
が
国
民
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
国
民
に
対
し
て
議
会
が
責
任
を
負
い
、
議
会
に
対
し
て
政
府
が
責
任
を

負
う
と
い
う
責
任
関
係
の
中
に
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、
政
府
や
大
臣
は
自
ら
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
の
み
な
ら
ず
、
所
管
下
に
あ

る
下
位
の
行
政
庁
や
機
関
に
対
し
て
指
揮
・
監
督
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
責
任
も
引
き
受
け
る
こ
と
に
な

（
（2
（

る
。

　

こ
う
し
たBöckenförde

の
構
想
は
、
特
に
人
的
正
統
化
に
つ
い
て
、
そ
の
妥
当
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
領
域
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
根
強

い
批
判
に
晒
さ
れ
て
き

（
（2
（

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
二
つ
の
正
統
化
手
段
は
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
、
民
主
的
正
統
化
を
め
ぐ
る
議
論

に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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第
二
款
：
裁
判
権
の
民
主
的
正
統
化
の
問
題
点

一　

裁
判
官
の
独
立

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
民
主
的
正
統
化
の
構
想
は
、
裁
判
官
の
独
立
と
い
う
特
有
の
事
情
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
権
と
の

関
係
に
お
い
て
は
説
得
力
に
欠
く
部
分
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
裁
判
官
は
、
そ
の
身
分
的
な
保
障
が
存
在
す
る

こ
と
か
ら
、
一
度
任
命
さ
え
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
原
則
と
し
て
選
挙
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
官
の
任
免
に
影
響
が
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
裁
判
官
の
任
期
は
、
一
般
に
選
挙
の
周
期
よ
り
も
長
く
、
ド
イ
ツ
で
は
場
合
に
よ
っ
て
は
終
身
裁
判
官
と
さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な

く
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、行
政
権
の
領
域
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、数
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
選
挙
を
通
じ
て
必
ず
人
的
正
統
化
が
「
更
新
」

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
裁
判
権
と
行
政
権
に
お
け
る
人
的
正
統
化
に
つ
い
て
、
両
者
に
お
い
て
得
ら
れ
る
正
統
化
を
同
一
視
す
る
こ
と

に
対
す
る
疑
義
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、裁
判
官
の
独
立
の
原
則
か
ら
す
る
と
、そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
官
は
そ
の
職
務
の
遂
行
に
あ
た
っ

て
、
上
級
機
関
に
よ
る
指
揮
・
監
督
権
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
事
項
的
・
内
容
的
正
統
化
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、

正
統
化
は
不
十
分
な
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な

（
（2
（

る
。
こ
う
し
て
、Böckenförde

の
民
主
的
正
統
化
の
構
想
は
、
裁
判
権
の

正
統
化
を
考
え
る
上
で
は
、
相
当
な
困
難
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

二　

Böckenförde

の
主
張

　

こ
れ
に
つ
い
て
、Böckenförde

は
、
か
つ
て
次
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に
裁
判
官
は
行
政
と
は
違
い
、
民

主
的
責
任
を
負
わ
ず
、
そ
し
て
上
級
機
関
の
指
示
か
ら
の
自
由
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
裁
判
官
は
行
政
よ
り
も
厳
格
に
法

律
に
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
事
項
的
・
内
容
的
な
観
点
か
ら
十
分
に
正
統
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
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つ
ま
り
、
彼
は
、
裁
判
官
の
独
立
に
よ
る
正
統
化
の
不
足
を
「
法
律
へ
の
拘
束
」
と
い
う
観
点
に
着
目
す
る
こ
と
で
補
お
う
と
し
た
わ
け
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
彼
の
説
明
は
、
前
述
の
よ
う
な
批
判
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

（
（2
（

う
。

　

そ
の
後
の
裁
判
権
の
正
統
化
を
め
ぐ
る
議
論
に
目
を
向
け
る
と
、
主
にBöckenförde

の
民
主
的
正
統
化
の
モ
デ
ル
を
土
台
と
し
な
が

ら
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
人
的
正
統
化
の
必
要
性
を
緩
和
す

（
（2
（

る
、
他
の
要
素
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
り
正
統
化
の
補
償
を
認

め
（
（2
（

る
な
ど
、
学
説
は
彼
の
モ
デ
ル
を
修
正
す
る
こ
と
に
苦
心
し
て
き
た
。

第
三
節
：
個
別
的
正
統
化
の
構
想

　

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
裁
判
権
の
正
統
化
を
論
じ
る
上
で
も
ま
た
、
民
主
的
正
統
化
と
い
う
観
点
は
少
な
か
ら
ず
注
目
を

集
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
裁
判
権
の
正
統
化
に
つ
い
て
、
民
主
的
正
統
化
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
正
統
化
を
構
成
し
よ

う
と
す
る
見
解
も
近
年
有
力
に
主
張
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
個
人
の
自
由
や
権
利
を
正
統
化
と
結
び
つ

け
る
こ
と
に
よ
り
、
民
主
的
正
統
化
で
は
な
く
「
個
別
的
正
統
化
」
と
呼
ば
れ
る
、
選
挙
や
議
会
を
経
由
し
な
い
正
統
化
の
ル
ー
ト
を
提

示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
有
す
る
学
説
の
中
か
ら
、Christoph M

öllers

、K
laus Ferdinand 

Gärditz

、
そ
し
てK
laus Rennert

に
よ
る
裁
判
権
の
正
統
化
を
め
ぐ
る
議
論
の
一
部
を
紹
介
・
検
討
す

（
（2
（

る
。

第
一
款
：Christoph M

öllers

　

ま
ず
初
め
に
取
り
上
げ
る
の
は
、Christoph M

öllers

に
よ
る
裁
判
権
の
正
統
化
に
関
す
る
見
解
で
あ
る
。M

öllers

は
、
日
本
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で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
教
授
資
格
論
文
の
中
で
、
民
主
的
正
統
化
と
並
ん
で
「
個
別
的
正
統
化
（individuelle 

Legitim
ation

）」
と
い
う
モ
デ
ル
を
提
示
し

（
（2
（

た
。
こ
の
個
別
的
正
統
化
の
構
想
は
、
行
政
裁
判
権
の
正
統
化
を
論
じ
る
上
で
も
有
益
な
視

座
を
も
た
ら
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
彼
の
見
解
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

M
öllers

は
、
基
本
法
一
条
一
項
の
人
間
の
尊
厳
に
依
拠
し
な
が

（
（2
（

ら
、
個
人
の
自
己
決
定
を
国
家
権
力
の
正
統
化
の
基
礎
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
を
構
想
す
る
。
そ
の
上
で
、
彼
は
、
選
挙
や
議
会
を
経
由
す
る
集
合
的
・
民
主
的
な
自
己
決
定
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
「
民
主
的

正
統
化
」
と
、
個
別
的
な
自
己
決
定
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
「
個
別
的
正
統
化
」
と
い
う
二
つ
の
正
統
化
の
モ
デ
ル
を
対
置
的
に
提
示
す
る

の
で
あ

（
（2
（

る
。
最
終
的
に
、
こ
の
個
別
的
正
統
化
と
い
う
モ
デ
ル
は
、
裁
判
権
の
正
統
化
の
観
点
に
お
い
て
、「
原
告
の
要
求
（A

nliegen

）

を
裁
判
所
の
正
当
化
の
中
心
に
位
置
づ
け

（
（3
（

る
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
個
別
的
正
統
化
の
構
想
は
、
個
人
の
主
観
的
権
利
の
保
護
や
貫
徹
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。M

öllers

は
、
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。

　
「
個
別
的
正
統
化

3

3

3

3

3

3

を
も
た
ら
す
の
は
、
公
的
な
支
配
が
個
別
的
自
己
決
定
を
可
能
と
し
た
り
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
正
当
化
す

る
手
続
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
国
家
が
自
由
の
分
配
に
関
す
る
実
体
的
な
ル
ー
ル
を
定
め
る
だ
け
で
は
、
つ
ま
り
、
貫

徹
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
制
度
化
す
る
こ
と
な
く
財
産
権
や
他
の
主
観
的
権
利
が
内
容
形
成
さ
れ
る
の
で
は
、
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

個
別
的
自
己
決
定
と
主
観
的
権
利

3

3

3

3

3

の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
主
観
的
権
利
は
、
例
え
ば
財
産
そ
の
も
の
の
よ
う
に
資
格
の

範
囲
を
定
義
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
多
く
の
人
の
個
別
的
自
己
決
定
を
保
護
す
る
一
般
的
な

3

3

3

3

ル
ー
ル
な
の

で
あ
る
。
主
観
的
権
利
が
な
け
れ
ば
、
個
別
的
正
統
化
は
存
在
し
な
い
。
契
約
の
履
行
を
求
め
る
権
利
や
こ
の
請
求
権
の
国
家
に
よ
る
貫
徹

を
求
め
る
個
人
の
請
求
権
の
よ
う
な
私
的
な
権
利
も
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
意
味
で
の
主
観
的
権
利
に
属
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
一
般
的
な

ル
ー
ル
と
し
て
の
主
観
的
権
利
は
、
法
秩
序
全
体
に
お
け
る
自
由
の
分
配
の
表
れ
で
あ
る
。
一
般
的
な
自
由
の
保
証
の
射
程
は
、
潜
在
的
に
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あ
ら
ゆ
る
人
間
に
関
係
す
る
」（
強
調
は
原

（
（3
（

文
）。

　

ま
た
、
こ
のM

öllers

の
個
別
的
正
統
化
の
構
想
は
、
裁
判
権
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
彼
に
よ
る
と
、
裁
判
所
は
「
自
ら
の
発
議
（Initiative

）
に
よ
っ
て
決
定
を
下
す
の
で
は
な
く
、
原
告
を
待
ち
、
当
事
者
の
発
議

に
よ
っ
て
動
い
て
い

（
（3
（

る
」
と
い
う
特
有
の
性
質
を
有
し
て
い
る
。
原
告
の
発
議
が
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
の
決
定
も
ま
た
存
在
し
な

（
（3
（

い
。
彼

は
こ
の
原
告
の
要
求
に
意
義
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
裁
判
所
は
「
こ
の
要
求
を
『
受
け
取
る
（annehm

en

）』
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ

れ
（
（3
（

る
」
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
裁
判
所
は
、
原
告
の
発
議
に
基
づ
い
て
、
一
般
的
な
問
題
で
は

な
く
特
殊
具
体
的
な
事
例
問
題
を
取
り
扱
う
の
で
あ
り
、
そ
の
裁
判
手
続
を
通
じ
て
、
決
定
の
対
象
を
人
的
、
時
間
的
、
そ
し
て
空
間
的
に

個
別
化
し
た
上
で
、
判
決
を
下
す
と
い
う
こ
と
で
あ

（
（3
（

る
。
こ
う
し
て
、
原
告
の
要
求
を
出
発
点
と
し
た
裁
判
上
の
決
定
は
、
個
人
の
自
己
決

定
の
概
念
を
中
心
に
置
くM

öllers
の
正
統
化
の
構
想
と
接
続
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ

（
（3
（

る
。

第
二
款
：K

laus Ferdinand Gärditz

　

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、K

laus Ferdinand Gärditz 
の
行
政
裁
判
権
の
正
統
化
に
関
す
る
見
解
で
あ
る
。Gärditz

も
ま
た
、

M
öllers

の
個
別
的
正
統
化
の
構
想
に
依
拠
し
な
が
ら
、
行
政
訴
訟
を
個
人
の
自
由
や
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
強
力
に
主

張
し
て
い
る
。
な
お
、
彼
の
見
解
に
つ
い
て
は
後
に
よ
り
詳
細
に
取
り
扱
う
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
概
観
を
示
す
に
と
ど
ま
る
。

　

Gärditz

に
よ
る
と
、
裁
判
官
が
議
会
制
定
法
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
依
然
と
し
て
裁
判
権
の
正
統
化
の
基
盤
に
と
ど
ま
る
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
正
統
化
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
正
統
化
の
必
要
性
は
、裁
判
権
の
行
使
も
ま
た
法
定
立
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
単
な
る
法
の
認
識
プ
ロ
セ
ス
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
と
い

（
（3
（

う
。
こ
の
点
、
確
か
に
、
現
行
法
を
具
体
化
・
個
別
化
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し
、法
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
独
自
の
見
解
を
構
成
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、行
政
と
裁
判
所
の
間
に
も
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、

行
政
に
よ
る
法
の
適
用
の
も
と
で
は
行
政
は
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
（
民
主
的
責
任
）、
そ
れ
を
通
じ
て
行
政
の
正

統
化
は
強
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

（
（3
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
民
主
的
責
任
を
何
ら
負
担
し
て
い
な
い
裁
判
所
に
は
、
さ
ら
な
る

正
統
化
の
必
要
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
を
提
起
し
つ
つ
、
彼
は
「
個
別
的
な
自
由
の
発
展
は
、
支
配
の
民
主
的
・
集
合
的
な
正
統
化
と
同
等
に
扱
わ
れ
る
正
統

化
の
レ
ー
ル
で
あ

（
（3
（

る
」
と
し
、M

öllers

と
同
様
に
、
集
合
的
・
民
主
的
自
己
決
定
と
個
別
的
自
己
決
定
と
い
う
二
つ
の
正
統
化
を
観
念

す
（
（4
（

る
。
こ
の
関
係
に
お
い
て
、
裁
判
制
度
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
「
個
別
的
な
自
由
に
根
差
す
自
己
決
定
の
二
つ
の
レ
ー
ン
は
、
相
互
に
競
合
の
中
に
足
を
踏
み
入
れ
る
が
、
し
か
し
相
互
に
絡
み
合
う
こ

と
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
個
別
的
自
己
決
定
は
、
そ
れ
を
実
現
可
能
と
す
る
た
め
の
制
度
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
に
よ

る
権
利
保
護
は
、
そ
の
意
味
で
、
個
別
的
な
自
由
の
利
益
の
、
つ
ま
り
個
人
の
権
利
の
貫
徹
に
資
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
〔･･･

〕

民
主
的
な
過
半
数
の
利
益
か
ら
個
別
的
自
己
決
定
を
防
御
す
る
た
め
に
、
ま
さ
に
〔･･･

〕
直
接
的
な
政
治
的
影
響
力
の
行
使
か
ら
制
度
上

で
保
護
さ
れ
た
機
関（Institution

）を
要
求
す
る
。
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
裁
判
所
は
独
立
し
て
お
り
、人
的
・
法
的
な
任
命
行
為
か
ら
離
れ
、

そ
し
て
民
主
的
責
任
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
統
性
は
独
立
と
無
縁
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
裁
判
所
が
訴
訟
に
関

与
す
る
市
民
を
手
助
け
し
、『
そ
の
権
利
』
を
得
さ
せ
る
限
り
に
お
い
て
─
─
つ
ま
り
、
裁
判
所
が
事
例
に
関
し
て
法
を
定
立
す
る
こ
と
で

法
拘
束
を
個
別
化
し
具
体
化
す
る
限
り
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
個
別
的
に
も
正
統
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
律
へ
の
拘
束
に
よ
っ
て

だ
け
で
は
描
写
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
法
創
造
へ
と
突
き
出
た
部
分
を
正
当
化
す
る
の
で
あ

（
（4
（

る
」。

　

こ
う
し
た
説
明
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、Gärditz

も
ま
た
、
個
人
の
自
由
や
権
利
を
保
護
し
実
現
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
裁
判
所
を

位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、裁
判
所
の
正
統
化
の
根
拠
を
、民
主
的
正
統
化
に
で
は
な
く
、個
人
の
個
別
的
な
自
己
決
定
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
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第
三
款
：K

laus Rennert
　

最
後
に
、K

laus Rennert

の
行
政
裁
判
権
の
正
統
化
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
彼
も
ま
た
個
別
的
正
統
化
の
構
想
に
理

解
を
示
す
と
と
も
に
、
特
に
行
政
裁
判
権
の
性
質
を
踏
ま
え
た
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

一　

原
告
の
正
統
化

　

ま
ず
、
彼
は
、
裁
判
所
の
正
統
化
と
は
別
に
、
原
告
適
格
に
そ
も
そ
も
正
統
化
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行

政
訴
訟
は
、
公
共
善
の
推
定
を
有
す
る
行
政
の
活
動
を
妨
げ
う
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
第
三
者
（
例
え
ば

事
業
主
体
）
の
自
由
権
の
侵
害
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ

（
（4
（

る
。
し
か
し
他
方
で
、
ド
イ
ツ
の
主
観
的
権
利
保
護
の
体
系
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ

も
こ
の
原
告
の
正
統
化
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
主
観
的
権
利
保
護
の
体
系
に
お
い
て
は
、
原
告
は

訴
訟
に
お
い
て
必
然
的
に
自
身
の
権
利
利
益
と
の
関
連
性
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
十
分
な
正
統
化
が
得

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
公
衆
を
代
表
す
る
形
で
、
特
定
の
人
物
ま
た
は
団
体
が
訴
訟
を
提
起
す
る
よ

う
な
ケ
ー
ス
、す
な
わ
ち
、原
告
自
ら
の
公
権
と
い
う
基
準
点
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
け
る
、正
統
性
に
対
す
る
疑
念
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
原
告
は
、
民
主
的
に
選
出
さ
れ
た
国
家
機
関
に
よ
る
公
共
善
理
解
に
反
す
る
よ
う
な
、
い
わ

ば
少
数
派
の
公
共
善
理
解
に
立
脚
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ

（
（4
（

る
。

二　

裁
判
所
の
正
統
化

　

Rennert

は
こ
れ
に
続
い
て
、
裁
判
所
そ
れ
自
体
の
正
統
化
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
裁
判
所
は
最
終
的
な
拘
束
力
を
持
つ
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決
定
を
下
す
力
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
正
統
性
は
、「
裁
判
所
が
政
治
的
に
行
動
す
る
立
法
・
統
治
・
行
政
の
国
家
機
能
の
領
域
へ
の
あ

ら
ゆ
る
干
渉
を
自
制
す
る
場
合
に
の

（
（4
（

み
」
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
裁
判
権
に
お
い
て
も
、
特
に
公
共
善
の
対
象
を
委
託

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
行
政
裁
判
権
に
は
、「
政
治
化
」
あ
る
い
は
「
政
治
的
な
道
具
化
」
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
こ
と
か

（
（4
（

ら
、
そ
の
「
中

立
性
（N

eutralität
）」
や
「
受
動
性
（Passivität

）」
が
保
た
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
示

（
（4
（

す
。
そ
し
て
ま
た
、
主
観
的
権

利
保
護
の
構
想
の
正
統
化
能
力
は
、「
も
は
や
個
人
の
訴
え
に
基
づ
い
て
個
々
の
ケ
ー
ス
が
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
事
情
が

潜
在
的
な
一
般
的
効
力
を
も
っ
て
判
断
さ
れ
う
る
と
き
に
、
疑
問
視
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ

（
（4
（

る
。

第
四
款
：
整
理

　

こ
れ
ま
で
個
別
的
正
統
化
の
構
想
に
依
拠
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
三
人
の
論
者
ら
の
見
解
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
彼
ら
の
見
解
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
が
、
切
り
口
や
説
明
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
裁
判
所
の
正
統
化
に
関
す
る
根
本
的
な

認
識
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
彼
ら
の
見
解
を
簡
潔
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

彼
ら
は
、
個
人
の
自
由
に
根
差
し
た
自
己
決
定
を
正
統
化
の
基
礎
に
置
く
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
集
合
的
・
民
主
的

な
自
己
決
定
に
基
づ
く
民
主
的
正
統
化
と
、
個
別
的
な
自
己
決
定
に
基
づ
く
個
別
的
正
統
化
と
い
う
二
つ
の
ル
ー
ト
を
観
念
す
る
。
こ
こ
で

問
題
と
な
る
裁
判
権
は
、
行
政
や
立
法
と
は
異
な
り
、
選
挙
や
議
会
を
通
じ
て
十
分
に
正
統
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
い
え

ば
民
主
的
な
正
統
性
や
適
法
性
の
推
定
を
有
し
た
行
政
決
定
を
覆
し
う
る
力
さ
え
行
使
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
の
領
域
は
、

明
ら
か
に
行
政
の
領
域
と
は
異
な
っ
た
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
裁
判
権
の
正
統
化
に
つ
い
て
行
政
の
正
統
化
の
局
面
と
同
様
に
民

主
的
正
統
化
と
い
う
ル
ー
ト
が
当
て
は
ま
る
と
考
え
る
の
に
は
、
や
は
り
困
難
な
点
が
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
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な
構
想
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
裁
判
権
は
、
民
主
的
に
は
正
統
化
さ
れ
て
い
る
が
し
か
し
違
法
な
行
政
決
定
に
よ

る
侵
害
か
ら
個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
、
そ
の
行
政
決
定
を
取
り
消
し
変
更
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
個
人

の
自
由
や
権
利
が
正
統
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
裁
判
官
の
独
立
も
ま
た
、
こ
う
し
て
個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
と
い
う
機
能
に
対
応
し

て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
意
味
で
は
確
か
に
正
統
化
と
無
縁
で
は
な
い
も
の
の
、
裁
判
官
が
独
立
し
て
い
る

こ
と
そ
れ
自
体
が
正
統
化
の
基
礎
を
成
す
わ
け
で
は
な
い
。
三
人
の
見
解
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
の
正
統
化
は
、「
裁
判
所
が
原
告

の
要
求
を
『
受
け
取
る
』
限
り
に
お
い
て
」（M

öllers

）、「
裁
判
所
が
訴
訟
に
関
与
す
る
市
民
を
手
助
け
し
、『
そ
の
権
利
』
を
得
さ
せ
る

限
り
に
お
い
て
」（Gärditz
）、「
裁
判
所
が
政
治
的
に
行
動
す
る
立
法
、
統
治
、
行
政
の
国
家
機
能
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
へ
の
干
渉
を
自
制
す

る
場
合
に
の
み
」（Rennert

）、
得
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
を
保
障
す
る
の
が
、
裁
判
の

手
続
や
組
織
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
行
政
訴
訟
は
、
個
人
の
自
由
に
基
づ
く
基
礎
構
造
を
有
し
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
原
告
の
権
利

の
保
護
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
四
節
：
客
観
化
に
よ
る
正
統
化
の
不
足
？

　

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
権
の
正
統
化
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
裁
判
官
の
独
立
と
い
う
点
か
ら
民
主
的
正
統
化
を
通
じ
て
そ
の
正
統
化
を

根
拠
付
け
る
の
が
難
し
い
以
上
は
、こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
、個
人
の
自
己
決
定
が
国
家
権
力
の
正
統
化
の
基
礎
を
成
し
、集
合
的
な
（
民

主
的
）
正
統
化
と
並
ぶ
個
別
的
な
正
統
化
と
い
う
ル
ー
ト
を
新
た
に
観
念
し
よ
う
と
す
る
主
張
に
は
、
一
定
の
説
得
力
が
認
め
ら
れ
る
も
の

と
思
わ
れ

（
（4
（

る
。

　

次
に
検
討
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
構
想
を
採
用
し
た
論
者
が
、
行
政
裁
判
権
の
機
能
や
限
界
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
て
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い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
裁
判
権
の
正
統
化
に
対
し
て
懐
疑
的
な
視
線
を
向
け
るGärditz

の
議
論
を
題
材
と
し
な
が

ら
、
特
に
「
団
体
訴
訟
」、
す
な
わ
ち
「
客
観
的
な
訴
権
」
の
正
統
化
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
主
観
的
権
利
保
護
の
体
系
に
お
け
る
団
体
訴

訟
の
導
入
可
能
性
と
そ
の
規
範
的
条
件
に
つ
い
て
、
特
に
批
判
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
款
：
正
統
化
の
不
足

　

ド
イ
ツ
の
行
政
訴
訟
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
影
響
下
に
お
い
て
、
部
分
的
に
客
観
化
し
つ
つ
あ
る
。
環
境
団
体
訴
訟
は
「
超
個
別
的
権

利
保
護
（überindividueller Rechtsschutz

（
（4
（

）」
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
典
型
例
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
論
的
な
位
置
づ
け
が
問
題
と

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
ほ
ど
確
認
し
た
個
別
的
正
統
化
の
構
想
に
依
拠
す
る
と
す
れ
ば
、
連
合
法
上
の
個
人
の
権
利
を
ド
イ

ツ
に
お
け
る
実
体
的
な
主
観
的
権
利
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
主
観
的
権
利
か
ら
離
れ
た
─
─
公
益
的
（altruistisch

）
な
─
─

団
体
訴
訟
制
度
の
創
設
に
よ
っ
て
客
観
的
な
訴
権
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
主
観
法
的
な
法
秩
序
と
の
関
係
に
お
い
て
緊
張
を
生
ぜ

し
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
所
の
正
統
化
が
個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
伝
統
的
な

意
味
で
の
公
権
か
ら
か
け
離
れ
た
機
能
的
・
形
式
的
な
権
利
に
基
づ
く
訴

（
（5
（

訟
や
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
公
権
を
も
は
や
前
提
と
し
て
い
な
い

公
益
的
団
体
訴
訟
は
、
個
別
的
正
統
化
の
た
め
の
前
提
条
件
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
正
統
化
が
疑
わ
れ
か
ね
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
てGärditz

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
訴
訟
に
お
け
る
個
人
の
自
己
決
定
の
帰
結
と
し
て
の
裁
判
権
の
正
統
化
は
、
訴
権
が
、
も
は
や
個
別
的
自
由
の
利
益
の
派
生
物
な
の
で

は
な
く
、
法
の
貫
徹
に
向
け
た
公
共
利
益
を
促
進
す
る
た
め
に
道
具
的
に
投
入
さ
れ
る
媒
体
と
な
る
と
こ
ろ
で
、
挫
折
す
る
。
正
統
化
の
問

題
は
、
訴
権
が
訴
訟
上
で
実
体
的
な
自
由
権
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
ま
た
は
、（
訴
え
を
可
能
に
す
る
目
的
で
）
主
観
的
権
利
が
個
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別
化
可
能
な
自
由
の
基
盤
な
し
に
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
ど
ち
ら
か
で
生
じ
る
の
で
あ

（
（5
（

る
」。

第
二
款
：
団
体
訴
訟
の
正
統
化

　

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
裁
判
権
の
正
統
化
の
問
題
が
生
じ
う
る
具
体
的
な
領
域
と
し
て
、（
環
境
）
団
体
訴
訟
を
取
り
上
げ
、
検
討
を
加

え
る
こ
と
に
し
た

（
（5
（

い
。

　

ま
ず
、
一
般
に
、
実
体
法
上
の
違
法
を
主
張
し
て
団
体
が
提
訴
す
る
団
体
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
私
益
的
団
体
訴
訟
（egoistische 

V
erbandsklage

）
と
公
益
的
団
体
訴
訟
（altruistische V

erbandsklage

）
と
い
う
区
別
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
、

前
者
は
、
団
体
の
構
成
員
の
主
観
的
権
利
の
侵
害
を
主
張
し
て
団
体
が
訴
訟
を
提
起
す
る
も
の
で
あ

（
（5
（

り
、
後
者
は
、
主
観
的
権
利
の
侵
害
か

ら
離
れ
、
純
粋
に
行
政
活
動
の
違
法
を
主
張
し
て
団
体
が
訴
訟
を
提
起
す
る
も
の
で
あ

（
（5
（

る
と
説
明
さ
れ

（
（5
（

る
。
こ
こ
で
正
統
化
が
問
題
と
な
る

の
は
、
後
者
の
、
主
観
的
権
利
の
保
護
で
は
な
く
客
観
法
的
統
制
に
資
す

（
（5
（

る
公
益
的
団
体
訴
訟
で
あ

（
（5
（

る
。

一　

団
体
訴
訟
の
許
容
性

　

既
に
確
認
し
た
通
り
、
ド
イ
ツ
の
基
本
法
一
九
条
四
項
は
主
観
的
権
利
保
護
の
体
系
を
採
用
し
て
い
る
も
の
の
、
主
観
的
権
利
か
ら
離
れ

た
客
観
的
な
訴
権
を
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
趣
旨
は
、
主
観
的
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の

裁
判
に
よ
る
権
利
保
護
を
最
低
限
保
障
す
る
こ
と
に
あ

（
（5
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
越
え
る
団
体
訴
訟
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
団
体
訴
訟
を

導
入
す
る
こ
と
で
い
わ
ゆ
る
「
訴
訟
の
洪
水
」
が
生
じ
、
原
告
の
主
観
的
権
利
を
保
護
す
る
と
い
う
裁
判
所
の
任
務
に
支
障
が
出
る
と
い
っ

た
こ
と
が
な
い
限

（
（5
（

り
、
立
法
者
に
よ
る
法
律
上
の
形
成
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ

（
（6
（

る
。
問
題
は
、
そ
の
立
法
者
に
よ
る
法
律
上
の
形
成
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に
あ
た
っ
て
の
、
規
範
的
な
条
件
を
導
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。

　

繰
り
返
し
に
は
な
る
が
、
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
は
「
法
律
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

、
原
告
が
行
政
行
為
ま
た
は
そ
の
拒
否
な

い
し
不
作
為
に
よ
っ
て
自
ら
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
と
主
張
す
る
場
合
に
の
み
、訴
え
は
許
容
さ
れ
る
」（
傍
点
訳
者
）
と
規
定
し
て
い
る
。

個
別
の
法
律
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
た
団
体
の
訴
権
は
、
一
般
に
こ
の
四
二
条
二
項
前
段
の
開
放
条
項
を
通
じ
て
、
法
律
の
別
段
の
定
め
と
し

て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な

（
（6
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
政
裁
判
所
法
の
規
定
か
ら
し
て
も
、
公
益
的
団
体
訴
訟
の
導
入
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
法
解
釈
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
に
お
け
る
開
放
条
項
は
、
連
邦
の
立
法
者
に
の
み
な
ら
ず
、
ラ

ン
ト
の
立
法
者
に
さ
え
客
観
的
な
訴
権
の
創
設
を
認
め
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い

（
（6
（

る
。
こ
の
点
、Gärditz

は
、
こ
の
開
放
条
項
に
批
判
的

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
の
開
放
条
項
を
通
じ
て
ラ
ン
ト
法
上
の
公
益
的
団
体
訴
訟
が
多
く
導
入
さ
れ
る

こ
と
に
な
れ
ば
、
ド
イ
ツ
全
体
に
お
け
る
個
人
権
保
護
の
体
系
決
定
を
無
効
化
し
か
ね
な
い
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
理
解
か
ら
、Gärditz

は
、
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
の
開
放
条
項
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
権
利
保
護
の
全
体
と
し
て
の
首
尾
一
貫

性
や
一
体
性
の
利
益
と
い
う
点
に
お
い
て
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
、
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
、
ラ
ン
ト
法
の
貫
徹
に
限
定
さ

れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ

（
（6
（

る
。

　

こ
う
し
た
見
地
か
らGärditz

が
槍
玉
に
あ
げ
て
い
る
の
が
、
既
に
い
く
つ
か
の
ラ
ン
ト
に
お
い
て
導
入
さ
れ
て
い
る
、
動
物
保
護
法
上

の
団
体
訴
訟
（tierschutzrechtliche V

erbandsklage

）
で
あ

（
（6
（

る
。
こ
の
動
物
保
護
法
上
の
団
体
訴
訟
は
、
学
術
的
な
目
的
で
行
わ
れ
る

動
物
実
験
の
領
域
に
お
い
て
、特
に
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、動
物
保
護
団
体
に
訴
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
、第
三
者
（
と

り
わ
け
研
究
者
）
の
基
本
権
（
基
本
法
五
条
三
項
一
文
目
に
よ
る
学
問
の
自

（
（6
（

由
）
を
訴
訟
の
リ
ス
ク
に
晒
す
と
と
も

（
（6
（

に
、
訴
訟
に
よ
る
時
間

的
な
ロ
ス
を
も
生
じ
さ
せ
う
る
か
ら
で
あ

（
（6
（

る
。
こ
う
し
て
、
彼
か
ら
す
れ
ば
、
現
在
ラ
ン
ト
に
お
い
て
導
入
さ
れ
て
い
る
動
物
保
護
団
体
訴
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訟
は
、「
行
き
過
ぎ
（Exzesse

）」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

（
（6
（

る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
第
三
者
の
自
由
に
対
す
る
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
て
、

新
た
に
団
体
訴
訟
の
導
入
を
検
討
す
る
際
に
は
、
特
に
、
団
体
に
訴
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
が
及
び
う
る
第
三
者
の
基
本
権
と

の
関
係
性
を
考
慮
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ

（
（6
（

る
。

二　

環
境
団
体
訴
訟
と
そ
の
特
殊
性

　

そ
し
て
、
ド
イ
ツ
の
公
益
的
団
体
訴
訟
を
論
ず
る
上
で
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
、
環
境
団
体
訴
訟
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い

て
環
境
団
体
訴
訟
を
定
め
る
法
律
と
し
て
は
連
邦
自
然
保
護
法
（Bundesnaturschutzgesetz: BN

atSchG

）
六
四
条
や
環
境
・
法
的
救

済
法
（U

m
w
elt-Rechtsbehelfsgesetz: U

m
w
RG

）
な
ど
が
あ
り
、
訴
訟
権
限
を
認
め
る
認
証
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
行
政
庁
（
特
に

連
邦
環
境
省
）
の
広
範
な
裁
量
の
下
で
、
ふ
さ
わ
し
い
資
質
・
能
力
を
有
す
る
環
境
保
護
団
体
に
の
み
認
証
を
与
え
る
と
い
う
極
め
て
厳
格

な
審
査
が
な
さ
れ
て
い

（
（7
（

る
。

　

環
境
法
と
い
う
領
域
に
団
体
訴
訟
が
求
め
ら
れ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
環
境
法
上
の
規
範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
を
個
別
的
な
利

益
と
し
て
認
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
環
境
法
で
問
題
と
な
る
法
規
定
は
、
自
然
保
護
や
種
の

保
全
な
ど
に
関
す
る
純
粋
に
公
益
的
な
─
─
つ
ま
り
、保
護
規
範
説
か
ら
す
れ
ば
、行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
後
段
の
意
味
で
の
「
権
利
」

を
付
与
し
て
い
る
と
認
め
る
の
に
は
不
十
分
な
─
─
利
益
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
、環
境
法
に
お
い
て
は
、

し
ば
し
ば
「
執
行
の
欠

（
（7
（

缺
」、あ
る
い
は
「
原
告
の
不

（
（7
（

在
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
状
況
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、

違
法
な
行
政
活
動
に
対
し
て
裁
判
に
よ
る
統
制
が
及
ば
な
い
た
め
、
こ
れ
に
関
す
る
法
的
な
統
制
を
補
う
必
要
が
あ
る
と
の
考
慮
の
下
で
、

環
境
団
体
訴
訟
を
導
入
す
る
必
要
性
が
説
か
れ
て
き
た
の
で
あ

（
（7
（

る
。

　

Gärditz

に
よ
れ
ば
、
団
体
訴
訟
は
、
こ
う
し
て
個
人
に
よ
る
自
己
決
定
と
い
う
基
盤
な
し
に
主
観
的
権
利
を
過
剰
に
拡
大
す
る
こ
と
の
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代
案
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な

（
（7
（

る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
彼
は
、
団
体
訴
訟
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
利
点
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
こ
の
解
決
策
の
魅
力
は
、
換
言
す
れ
ば
、
客
観
法
の
貫
徹
が
ま
さ
に
民
衆
原
告
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も

民
主
的
に
確
立
さ
れ
、
認
証
手
続
に
よ
っ
て
責
任
を
課
さ
れ
た
、
専
門
的
な
基
準
に
従
っ
て
限
定
可
能
な
ア
ク
タ
ー
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う

点
に
あ

（
（7
（

る
」。

　

他
方
で
、環
境
法
は
、こ
の
よ
う
に
団
体
訴
訟
が
必
要
と
さ
れ
る
典
型
的
な
領
域
で
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
で
、こ
う
し
た
「
執
行
の
欠
缺
」

や
「
原
告
の
不
在
」
を
し
ば
し
ば
生
じ
さ
せ
る
、
そ
の
構
造
上
の
特
殊
性
に
も
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、Gärditz

は
、
団
体
訴
訟
は
「
一
般
的
な
実
体
的
問
題
に
対
す
る
回
答
な
の
で
は
な
く
、
構
造
に
内
在
す
る
環
境
法
の
特
殊
性
に
対
す
る
回
答
な
の
で

あ
（
（7
（

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
彼
の
指
摘
は
、
環
境
法
と
い
う
法
領
域
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
環
境
法
以
外
の
領
域
に
ま

で
団
体
訴
訟
を
め
ぐ
る
議
論
を
安
易
に
広
げ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い

（
（7
（

る
。
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
、「
環
境
法
は
、

行
政
上
の
権
利
保
護
の
客
観
化
の
た
め
の
矛
先
な
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
構
造
原
理
の
出
発
点
と
は
な
り
え
な
い
、
非
典
型
的
な
特
殊
な

布
置
（atypische Sonderkonstellation

）
な
の
で
あ

（
（7
（

る
」。

三　

権
力
分
立
の
視
点

　

ま
た
、Gärditz

は
、
権
力
分
立
の
観
点
に
も
注
目
し
、
団
体
訴
訟
を
導
入
す
る
上
で
生
じ
う
る
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
彼
は
、「
裁
判

所
は
権
利
保
護
機
関
な
の
で
あ
っ
て
、
法
の
監
督
庁
で
は
な

（
（7
（

い
」
と
の
認
識
の
下
で
、「
権
力
分
立
を
確
保
す
る
裁
判
の
固
有
性
は
、
中
立

的
で
か
つ
独
立
し
た
争
訟
裁
定
機
関
と
し
て
の
裁
判
所
に
、
発
議
権
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
あ

（
（8
（

る
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
訴

権
を
客
観
化
す
る
こ
と
は
、
争
訟
の
裁
定
を
越
え
た
、
紛
争
の
解
決
と
い
う
任
務
を
、
訴
訟
の
領
域
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
所
は
、
部
分
的
に
は
行
政
に
よ
る
法
適
用
の
共
同
形
成
者
に
な
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
の
独
立
に
よ
っ
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て
確
保
さ
れ
て
い
た
行
政
と
の
距
離
は
失
わ
れ
、
行
政
の
協
働
者
に
移
行
す
る
。「
独
立
し
て
距
離
を
取
っ
た
司
法
の
固
有
の
能
力
は
、
手

続
的
・
組
織
的
に
離
散
し
た
公
共
善
の
創
造
の
た
め
に
、
危
険
に
晒
さ
れ

（
（8
（

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。Gärditz

の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
団
体

訴
訟
の
よ
う
な
客
観
化
さ
れ
た
訴
権
に
基
づ
く
行
政
の
統
制
を
目
的
と
し
た
行
政
訴
訟
は
、
本
来
は
行
政
手
続
に
お
い
て
行
政
が
構
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
公
共
善
を
、
─
─
実
質
的
に
「
後
置
さ
れ
た
行
政
手

（
（8
（

続
」
と
も
い
う
べ
き
─
─
行
政
訴
訟
に
お
い
て
、
裁
判
官
が
構
成
す

る
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
し
か
ね
な

（
（8
（

い
。
団
体
訴
訟
は
、
行
政
手
続
と
行
政
訴
訟
、
そ
し
て
行
政
と
裁
判
所
の
任
務
の
境
界
を
、
こ
の
よ
う

に
ぼ
や
け
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
を
有
し
て
い
る
。

　

ま
た
、彼
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、行
政
手
続
に
お
け
る
排
除
規
定
は
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
行
政
と
、

行
政
が
─
─
民
主
的
に
正
統
化
さ
れ
た
─
─
自
己
の
権
限
に
基
づ
い
て
応
答
し
え
な
い
新
た
な
論
拠
と
が
衝
突
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、

行
政
手
続
に
関
与
し
て
い
な
い
ア
ク
タ
ー
の
異
議
申
立
権
は
、
原
則
と
し
て
存
在
し
て
は
な
ら
な

（
（8
（

い
」。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
団
体
訴
訟

に
お
け
る
排
除
規
定
に
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
団
体
訴
訟
の
も
と
で
の
排
除
規
定
（
場
合
に
よ
っ
て
は
連
邦
自
然

保
護
法
六
四
条
二
項
と
結
び
つ
く
、
環
境
・
法
的
救
済
法
二
条
三

（
（8
（

項
）
は
、
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
の
民

主
的
な
面
で
の
自
己
責
任
の
利
益
に
お
い
て
は
、
要
請
さ
れ
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。
実
体
的
排
除
は
、
紛
争
の
段
階
的
・
分
業
的
な
分
層

化
に
資
す
る
と
と
も
に
、
行
政
手
続
の
固
有
の
能
力
を
、
決
定
過
程
を
包
括
的
に
裁
判
所
の
責
任
の
下
で
新
た
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
か
ら

守
る
の
で
あ

（
（8
（

る
」。
こ
の
よ
う
に
、
行
政
手
続
と
団
体
訴
訟
に
お
け
る
排
除
規
定
は
、
行
政
と
裁
判
所
の
役
割
と
責
任
を
明
確
に
区
分
す
る

こ
と
に
も
寄
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
行
政
法
に
み
ら
れ
る
排
除
規
定
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
係
で

許
容
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
は
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ

（
（8
（

る
。

四　

結
論
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こ
う
し
た
主
観
的
権
利
保
護
の
構
想
か
ら
導
か
れ
る
行
政
裁
判
権
の
機
能
や
限
界
を
踏
ま
え
、Gärditz

は
、
団
体
訴
訟
の
モ
デ
ル
の
一

般
化
は
阻
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
を
提
示
し
、
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
彼
の
構
想
に
よ
る
と
、
団
体
訴
訟
は
、
あ
く
ま
で
も
主
観
的
権

利
保
護
の
構
想
の
例
外
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、超
個
別
的
権
利
保
護
を
体
系
的
に
拡
充
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
ま
た
、

拒
絶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
（8
（

い
。
そ
し
て
、
主
観
的
権
利
保
護
の
補
完
と
し
て
団
体
訴
訟
を
導
入
す
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
制
度
の
中

心
に
あ
る
の
は
個
人
権
保
護
で
あ
り
、
そ
れ
が
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
団
体

訴
訟
の
導
入
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
の
は
、個
人
が
主
張
し
て
貫
徹
す
る
こ
と
の
で
き
る
主
観
的
権
利
が
存
在
し
な
い
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
に
加
え
て
、
客
観
的
な
異
議
申
立
訴
訟
を
通
じ
て
対
処
可
能
な
、
構
造
上
の
執
行
の
欠
缺
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ

（
（8
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、Gärditz

は
団
体
訴
訟
に
つ
い
て
全
面
的
な
否
定
論
に
は
立
た
な
い
も
の
の
、
や
は
り
極
め
て
慎
重
な
立
場
に
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

（
（9
（

う
。
彼
は
、
主
観
的
権
利
か
ら
離
れ
た
公
益
的
団
体
訴
訟
を
、
環
境
団
体
訴
訟
の
よ
う
な
必
要
最
小
限
の
領
域
に

の
み
、
あ
く
ま
で
も
「
例
外
」
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
彼
は
、
最
終
的
に
は
「
封
じ
込
め
政
策
」
と
い
う
言

葉
を
用
い
て
、
団
体
訴
訟
と
い
う
制
度
が
ド
イ
ツ
の
行
政
訴
訟
の
基
礎
構
造
に
及
ぼ
す
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　
「
客
観
的
な
異
議
申
立
の
作
用
（
団
体
訴
訟
、
民
衆
訴
訟
、
そ
し
て
利
害
関
係
者
訴
訟
）
に
関
し
て
は
、
個
別
的
利
益
と
一
般
的
利
益
と

の
緊
張
関
係
の
間
に
あ
る
、
行
政
訴
訟
の
個
人
的
・
自
由
主
義
的
な
規
範
構
造
を
侵
食
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
、
封
じ
込
め
政
策
（Politik 

des Containm
ent

）
が
推
奨
さ
れ

（
（9
（

る
」。

第
三
款
：
検
討
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こ
れ
ま
で
、
個
別
的
自
己
決
定
に
基
づ
く
正
統
化
を
観
念
す
る
論
者
ら
の
見
解
を
取
り
上
げ
、
裁
判
権
の
正
統
化
を
め
ぐ
る
議
論
を
紹
介

す
る
と
と
も
に
、
裁
判
権
の
正
統
化
の
観
点
か
ら
団
体
訴
訟
の
拡
大
に
つ
い
て
批
判
的
な
立
場
を
採
るGärditz

の
見
解
を
詳
細
に
確
認
し

た
。Gärditz
が
団
体
訴
訟
の
拡
大
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
主
観
的
権
利
保
護
の
体
系
に
お
い
て
客
観
的
な
訴
権
を
創
設
す
る
上
で

は
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、Gärditz

の
所
説
は
、
特
に
多
く
の
懸
念
点
に
言
及

し
な
が
ら
、
公
益
的
団
体
訴
訟
を
あ
く
ま
で
も
例
外
と
し
て
位
置
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
導
入
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
い
く
つ
か
の
指
針
を

提
示
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
彼
の
厳
格
な
構

（
（9
（

想
は
、
団
体
訴
訟
の
導
入
に
あ
ま
り
積
極
的
と
は
い
い
が
た
い
日
本
の
客
観
訴
訟
を
め
ぐ
る
議

論
に
も
通
ず
る
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

（
（9
（

る
。

　

確
か
に
、
公
益
的
団
体
訴
訟
と
い
う
制
度
は
、
こ
れ
ま
で
前
提
と
さ
れ
て
き
た
個
人
の
権
利
と
結
び
つ
く
行
政
訴
訟
と
は
異
質
で
あ
る
と

と
も
に
、
行
政
と
行
政
裁
判
権
の
関
係
を
部
分
的
に
変
容
さ
せ
か
ね
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
を
内
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
指

摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、団
体
訴
訟
の
拡
大
に
慎
重
なGärditz

で
さ
え
も
、ド
イ
ツ
に
お
い
て
（
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
係
は
さ
て
お
く
と
し
て
）

環
境
団
体
訴
訟
を
廃
止
す
べ
き
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
は
、
深
刻
な
執
行
の
欠
缺
が
生
じ
て
い
る
環
境
法
と
い
う
領
域

の
特
殊
性
を
認
識
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
領
域
に
お
い
て
は
、
主
観
的
権
利
保
護
シ
ス
テ
ム
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
団
体
訴
訟

を
導
入
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、Rennert

に
あ
っ
て
も
、
主
観
的
権
利
保
護
の
体
系
の
柔
軟
性
を
指
摘
し
つ
つ
、
特
定
の
分
野
に
お
い
て
は
、
公
益
的
団
体
訴
訟

を
通
じ
た
客
観
法
的
統
制
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
被
害
者
訴
訟
の
「
補
完
」
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
被
害
者
訴
訟
に

よ
る
原
告
適
格
の
間
隙
は
十
分
に
埋
め
合
わ
せ
ら
れ
る
と
し
て
い

（
（9
（

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
は
、
そ
の
間
隙
を
埋
め
る
目
的
で
被
害
者
訴
訟

を
「
監
視
者
的
に
」
再
解
釈
す
る
、
つ
ま
り
公
権
の
概
念
そ
れ
自
体
を
無
理
に
拡
大
す
る
必
要
は
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ

（
（9
（

る
。
む
ろ
ん
、

Rennert

に
お
い
て
も
、
こ
こ
で
公
益
的
団
体
訴
訟
の
具
体
例
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
環
境
団
体
訴
訟
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
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公
権
の
概
念
そ
れ
自
体
の
拡
大
ま
た
は
変
容
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
論
者
に
あ
っ
て
も
、
環
境
団
体
訴
訟
の
創
設
は
、
主
観
的
権
利
保
護
の
体
系

を
客
観
的
統
制
に
よ
っ
て
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
例
外
と
し
て
で
は
あ
る
が
認
め
る
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
Ｅ

Ｕ
法
の
影
響
を
受
け
止
め
つ
つ
、
公
権
の
概
念
に
手
を
出
す
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
環
境
団
体
訴
訟
に
つ
い
て
は
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
ろ
う
。

　

確
か
に
、
環
境
団
体
訴
訟
を
は
じ
め
と
す
る
客
観
訴
訟
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
憲
法
上
の
疑
義
が
生
じ
う
る
と
の
懸
念

は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
法
領
域
に
お
け
る
導
入
の
拡
大
に
つ
い
て
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
「
環

境
団
体
訴
訟
」
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
も
特
段
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
な
い
も
の
と
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
根
拠

は
、
客
観
訴
訟
の
憲
法
上
の
許
容
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
構
造
上
の
問
題
を
抱
え
た
環
境
法
と
い
う
領
域
の
特
殊
性

に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
日
本
に
お
い
て
環
境
団
体
訴
訟
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
懸
念
点
と
な
る
の
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
九
条
の
原
告
適
格
と
の
関
係

で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、
団
体
訴
訟
は
、「
法
律
上
の
利
益
」
の
解
釈
の
枠
内
で
原
告
適
格
を
拡
大
す
る
こ
と
の
限
界
を
認
識
し
た
上
で
、
主

観
訴
訟
を
補
う
た
め
の
客
観
訴
訟
と
し
て
構
想
さ
れ

（
（9
（

る
。
環
境
団
体
訴
訟
に
よ
っ
て
、
環
境
法
上
の
執
行
の
欠
缺
と
い
う
問
題
が
部
分
的
に

解
決
さ
れ
る
一
方
で
、
現
実
的
な
面
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
通
用
し
て
き
た
狭
い
原
告
適
格
を
固
定
化
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
別

の
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
加
え
て
、
環
境
保
護
団
体
は
、
そ
の
訴
権
の
行
使
が
義
務
で
は
な
く
自
由
で
あ
る
以
上
、
必
ず

し
も
立
法
者
の
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
局
面
に
お
い
て
訴
訟
を
提
起
す
る
と
も
限
ら
な
い
の
で
あ

（
（9
（

る
。

　

以
上
の
よ
う
な
懸
念
は
あ
る
も
の
の
、
し
か
し
な
が
ら
、
環
境
団
体
訴
訟
を
仮
に
導
入
す
る
と
し
て
、
団
体
訴
訟
を
法
体
系
と
の
関
係
で

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
環
境
団
体
訴
訟
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
を
導
入
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
体
系
的
・
理
論
的
な
観
点
か
ら
、
主
観
訴
訟
の
原
告
適
格
の
判
断
に
お
け
る
柔
軟
性
や
発
展
可
能
性
が
失
わ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
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な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
環
境
法
と
い
う
領
域
の
特
殊
性
を
承
認
す
る
こ
と
は
、「
主
観
訴
訟
を
補
完
す
る
団
体
訴
訟
」

と
い
う
定
式
化
を
防
止
す
る
こ
と
に
も
、
役
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
議
論
の
発
展
と
と
も
に
、
団
体
訴
訟
や
超
個
別
的
権
利

保
護
の
モ
デ
ル
が
一
般
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
、
現
時
点
に
お
い
て
は
決
し
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

第
五
節
：
小
括

　

本
章
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
を
通
じ
て
客
観
化
し
つ
つ
あ
る
ド
イ
ツ
の
行
政
訴
訟
の
現
状
を
踏
ま
え
、
個
別
的
正
統
化
と
い
う
構

想
とGärditz

の
所
説
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
行
政
裁
判
権
の
正
統
化
が
危
機
に
晒
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
行
政
裁

判
権
の
果
た
す
べ
き
機
能
と
限
界
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
た
。Gärditz

に
よ
る
と
、
行
政
訴
訟
の
基
礎
構
造
を
支
え
る
の
は
個
人
の
自

由
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
こ
そ
が
行
政
裁
判
権
の
任
務
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
の
考
え
方
は
、
裁
判
所
と
行
政
の
厳
格

な
役
割
分
担
や
適
切
な
距
離
の
確
保
と
も
結
び
つ
き
、公
益
的
団
体
訴
訟
の
導
入
に
対
し
て
極
め
て
慎
重
な
姿
勢
を
要
請
す
る
。
こ
う
し
て
、

団
体
訴
訟
は
、
環
境
法
の
よ
う
な
特
殊
性
の
認
め
ら
れ
る
領
域
に
、
例
外
的
に
の
み
投
入
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
主
観
的
権
利
保
護
の
体
系
を
維
持
し
つ
つ
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
体
系
の
不
備
を
公
益
的
団
体
訴
訟
と
い
う
客
観

法
的
な
統
制
手
法
に
よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
思
考
を
体
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
公
益
的
団
体
訴
訟
で
手
打
ち
に
し

よ
う
と
い
う
発
想
、
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
行
政
法
の
根
幹
を
支
え
る
「
公
権
」
の
概
念
そ
れ
自
体
が
侵
食
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る

危
惧
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
裁
判
権
の
正
統
化
と
い
う
観
点
や
個
別
的
正
統
化
と
い
う
構
想
は
、
客
観
訴
訟
や
団
体
訴
訟
の
許
容
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
対

し
て
、
必
ず
し
も
新
し
い
革
新
的
な
結
論
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
個
別
的
正
統
化
、
つ
ま
り
正
統
化
の
基
礎
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を
個
人
の
自
己
決
定
に
求
め
る
と
い
う
着
眼
点
は
、
行
政
裁
判
権
の
機
能
と
限
界
に
つ
い
て
重
大
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ま
で
分
散
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
も
み
え
る
団
体
訴
訟
の
許
容
性
と
そ
の
条
件
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
て
、一
定
の
立
法
論
的
・

法
政
策
的
な
方
向
性
を
提
供
し
う
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
本
に
お
い
て
も
、さ
し
あ
た
り
環
境
法
に
、さ
ら
に
い
え
ば
自
然
保
護
法
な
ど
に
限
定
し
て
、環
境
団
体
訴
訟
を
導
入
す
る
こ
と
に
は
、

問
題
は
生
じ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、日
本
に
お
い
て
現
行
の
行
政
事
件
訴
訟
法
に
お
け
る
原
告
適
格
の
要
件
を
維
持
し
た
上
で
、

環
境
法
の
執
行
の
欠
缺
を
解
消
す
る
た
め
に
環
境
団
体
訴
訟
の
創
設
を
考
え
る
と

（
（9
（

き
、
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
たGärditz

の
公
益
的
団
体
訴
訟

に
対
し
て
抑
制
的
な
見
解
も
ま
た
、
理
論
的
な
見
地
か
ら
、
大
い
な
る
示
唆
に
富
む
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
１
）
基
本
法
一
九
条
四
項
に
関
す
る
包
括
的
な
先
行
研
究
と
し
て
、こ
こ
で
は
、笹
田
栄
司
『
実
効
的
基
本
権
保
障
論
』（
信
山
社
、一
九
九
三
年
）

一
五
三
頁
以
下
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。

（
２
）V

gl. K
laus Rennert, Funktionsw

andel der V
erw

altungsgerichtsbarkeit?, D
V
Bl. 2015, 793 (793f.).

（
３
）Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (793f.).

（
４
）Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (794); Sabine Schlacke, in: Gärditz (H

rsg.), V
erw

altungsgerichtsordnung, 2. A
ufl. 2018, N

ach 
§

42 (Ü
berindividueller Rechtsschutz) Rn. 3. 

こ
う
し
た
帰
結
は
、
具
体
的
に
は
、
既
に
第
三
章
で
言
及
し
た
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
四

二
条
二
項
に
み
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
の
第
三
章
第
一
節
も
参
照
。

（
５
）Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (794).

（
６
）Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (794). 

な
お
、
仮
の
権
利
保
護
は
、
こ
う
し
た
見
地
か
ら
主
観
的
権
利
保
護
の
体
系
上
に
居
場
所
を
見
出
す
も

の
と
さ
れ
る
。

（
７
）Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (794f.).

（
８
）A

nnette Guckelberger, D
eutsches V

erw
altungsprozessrecht unter unionsrechtlichem

 A
npassungsdruck, 2016, S. 46; 
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Rennert, D
V
Bl. 2015, 793 (793). 

こ
の
点
、
日
本
で
は
古
く
か
ら
主
観
訴
訟
と
客
観
訴
訟
を
区
別
し
、
主
観
訴
訟
を
個
人
の
権
利
利
益
の
保

護
を
目
的
と
す
る
訴
訟
、
客
観
訴
訟
を
公
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
訴
訟
と
し
て
一
般
に
整
理
・
理
解
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
前
者
が
行
政
の

適
法
性
確
保
を
目
的
と
し
て
い
な
い
と
い
え
る
の
か
に
対
し
て
は
疑
義
も
呈
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、村
上
裕
章
「
客

観
訴
訟
と
憲
法
」
同
『
行
政
訴
訟
の
解
釈
理
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
九
年
）
五
三
頁
の
註
（
１
）
を
参
照
。

（
９
）
我
が
国
に
お
い
て
も
、
特
に
司
法
権
の
概
念
と
の
関
係
に
お
い
て
、
客
観
訴
訟
の
憲
法
上
の
許
容
性
に
関
す
る
議
論
が
古
く
か
ら
活
発
に
行

わ
れ
て
き
た
。
本
稿
と
の
関
係
で
は
、
註
（
93
）
も
参
照
。

（
10
）
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
団
体
訴
訟
と
い
う
制
度
自
体
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
対
応
す
る
目
的
で
法
制
化
さ
れ
る
以
前
か
ら
も
存
在
し
て
お
り
、

そ
の
際
に
は
主
観
訴
訟
的
な
構
成
を
採
っ
て
い
た
。

（
11
）Friedrich Schoch, Zur Europäisierung des V

erw
altungsrechts, Juridica International 2014, 102 (114).

（
12
）
行
政
の
正
統
化
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
取
り
扱
う
先
行
研
究
と
し
て
、
日
野
田
浩
行
「
行
政
の
民
主
的
正
統
化
に
関
す
る
憲
法
的
考
察

（
一
）」
久
留
米
大
学
法
学
（
久
留
米
大
学
）
三
四
巻
（
一
九
九
九
年
）
一
頁
以
下
、田
代
滉
貴
「
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
『
民
主
的
正
統
化
論
』

の
展
開
と
そ
の
構
造
」
行
政
法
研
究
一
四
巻
（
二
〇
一
六
年
）
二
五
頁
以
下
、
高
橋
雅
人
『
多
元
的
行
政
の
憲
法
理
論
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇

一
七
年
）
等
の
ほ
か
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
参
加
論
の
歴
史
的
展
開
（
一
）
～
（
三
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
（
北
海
道
大
学
）
七

〇
巻
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
七
九
頁
以
下
、
七
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
頁
以
下
、
七
〇
巻
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
13
）
近
年
の
裁
判
権
の
正
統
化
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
取
り
扱
う
数
少
な
い
先
行
研
究
と
し
て
、
北
村
幸
也
『
裁
判
と
法
律
の
あ
い
だ
』（
成

文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
一
九
三
頁
以
下
、
山
本
隆
司
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
正
統
化
」
社
会
科
学
研
究
（
東
京
大
学
）
六
九
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）

六
四
頁
以
下
が
あ
る
。

（
14
）
参
照
、
北
村
・
前
掲
註
（
13
）
二
〇
一
頁
の
註
（
23
）。
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
権
限
の
正
当
化
と
い
う
文
脈
で
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ラ
ー

ス
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
合
法
性
・
正
統
性
・
正
統
化
」
鈴
木
秀
美
ほ
か
監
訳
『
越
境
す
る
司
法
』（
風
行
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
四
九
頁
。

（
15
）BV
erfGE 83, 37; 83, 60; 93, 37.

（
16
）E
rnst-W

olfgang B
öckenförde, D

em
okratie als V

erfassungsprinzip, in: Isensee/K
irchhof (H

rsg.), H
andbuch des 

Staatsrecht, Bd. II, 3. A
ufl. 2004, §

24 Rn. 23.

（
17
）A

ndreas V
oßkuhle/A

nna-Bettina K
aiser, D

em
okratische Legitim

ation, JuS 2009, 803 (804). 

な
お
、
制
度
的
・
機
能
的
な
民
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主
的
正
統
化
に
つ
い
て
は
、Böckenförde

の
民
主
的
正
統
化
論
が
一
九
九
〇
年
代
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
前
に
す
で
に
、

一
九
七
八
年
の
カ
ル
カ
ー
決
定
に
お
い
て
既
に
示
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、BV

erfGE 49, 89 (125): 

「
立
法
権
、
執
行
権
、
裁
判
権
の
諸
機

関
は
、
そ
の
制
度
的
お
よ
び
機
能
的
な
民
主
的
正
統
化
を
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
に
お
い
て
下
さ
れ
た
憲
法
制
定
者
の
決
定
か
ら
得
て
い
る
」。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
註
（
12
）「
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
参
加
論
の
歴
史
的
展
開
（
二
）」
一
六
頁
の
註
（
12
）
も
参
照
。

（
18
）
拙
稿
・
前
掲
註
（
12
）「
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
参
加
論
の
歴
史
的
展
開
（
二
）」
六
頁
以
下
。

（
19
）
拙
稿
・
前
掲
註
（
12
）「
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
参
加
論
の
歴
史
的
展
開
（
二
）」
七
頁
。

（
20
）
拙
稿
・
前
掲
註
（
12
）「
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
参
加
論
の
歴
史
的
展
開
（
二
）」
七
頁
以
下
。

（
21
）
そ
の
例
と
し
て
、
機
能
的
自
治
行
政
の
正
統
化
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
す
る
論
文
と
し
て
、
日
野
田
浩
行
「
民
主

制
原
理
と
機
能
的
自
治
」
大
石
眞
先
生
還
暦
記
念
『
憲
法
改
革
の
理
念
と
展
開
（
上
）』（
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
）
三
一
三
頁
以
下
、
門
脇
美

恵
「
ド
イ
ツ
疾
病
保
険
に
お
け
る
保
険
者
自
治
の
民
主
的
正
統
化
（
四
・
完
）」
法
政
論
集
（
名
古
屋
大
学
）
二
五
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
五

六
頁
以
下
、
斎
藤
誠
「
自
治
・
分
権
と
現
代
行
政
法
」
現
代
行
政
法
講
座
編
集
委
員
会
編
『
現
代
行
政
法
講
座
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六

年
）
二
九
三
頁
以
下
、
山
本
隆
司
「
機
能
的
自
治
の
法
構
造
」
総
務
省
編
『
地
方
自
治
法
施
行
七
〇
周
年
記
念
自
治
論
文
集
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、

二
〇
一
七
年
）
二
一
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
22
）
裁
判
の
民
主
的
正
統
化
の
文
脈
に
お
け
るBöckenförde

の
理
論
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
北
村
・
前
掲
註
（
13
）
二
〇
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
23
）
北
村
・
前
掲
註
（
13
）
二
〇
九
頁
以
下
。
な
お
、
管
見
の
限
り
、
以
下
で
検
討
す
る
見
解
も
含
め
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
「
法

律
へ
の
拘
束
」
の
み
で
裁
判
官
の
正
統
化
が
十
分
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
て
い
な
い
。

（
24
）A

xel T
schentscher, D

em
okratische Legitim

ation der dritten Gew
alt, 2006 

は
、
実
体
的
な
事
項
的
・
内
容
的
正
統
化
に
よ
り
重

点
を
置
き
、
形
式
的
な
人
的
正
統
化
の
比
重
を
事
実
上
で
引
き
下
げ
る
民
主
的
正
統
化
の
モ
デ
ル
（「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
」）
を
提
示
し
て

い
る
。
彼
の
学
説
の
日
本
に
お
け
る
紹
介
と
し
て
、
山
本
・
前
掲
註
（
13
）
六
七
頁
の
註
（
67
）、
北
村
・
前
掲
註
（
13
）
二
一
九
頁
以
下
を
参

照
。

（
25
）A
ndreas V

oßkuhle/Gernot Sydow
, D

ie dem
okratische Legitim

ation des Richters, JZ 2002, 673 (680ff.) 

は
、
民
主
的
正
統

化
の
不
足
を
補
償
す
る
要
素
と
し
て
、
裁
判
の
公
開
や
利
害
関
係
者
の
参
加
な
ど
と
い
っ
た
裁
判
上
の
手
続
に
言
及
す
る
。

（
26
）
た
だ
し
、
彼
ら
の
見
解
は
、
あ
く
ま
で
も
裁
判
権
の
正
統
化
の
基
礎
を
個
人
の
自
由
や
権
利
（
の
保
護
）
に
求
め
た
と
い
う
点
で
一
致
し
て
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い
る
に
す
ぎ
ず
、
行
政
訴
訟
を
め
ぐ
る
個
別
の
論
点
に
つ
い
て
は
意
見
を
異
に
す
る
点
も
当
然
み
ら
れ
る
。

（
27
）Christoph M

öllers, Gew
altengliederung, 2005. 

た
だ
し
、
彼
の
教
授
資
格
論
文
は
裁
判
権
の
正
統
化
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
主
た
る

関
心
と
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
こ
の
教
授
資
格
論
文
で
は
な
く
、
個
別
的
正
統
化
の
構
想
か
ら
裁
判
権
の
正
統
化
を
根
拠
付
け

よ
う
と
し
た
、
後
に
公
表
さ
れ
た
彼
の
論
文
を
主
に
参
照
す
る
。M

öllers

の
個
別
的
正
統
化
に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
は
、
裁
判
権

の
正
統
化
を
直
接
の
題
材
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
高
橋
・
前
掲
註
（
12
）
四
四
頁
以
下
、
田
代
・
前
掲
註
（
12
）
六
四
頁
以
下
を
、
ま
た
、

裁
判
権
の
正
統
化
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
註
（
13
）
六
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
28
）
し
た
が
っ
て
、
個
別
的
正
統
化
の
み
な
ら
ず
、
民
主
的
な
自
己
決
定
を
通
じ
た
民
主
的
正
統
化
も
ま
た
、
個
人
の
人
格
性
や
個
人
に
よ
る
意

思
形
成
を
前
提
と
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

（
29
）
参
照
、
田
代
・
前
掲
註
（
12
）
六
四
頁
、
山
本
・
前
掲
註
（
13
）
六
七
頁
以
下
。

（
30
）Christoph M

öllers, Individuelle Legitim
ation: W

ie rechtfertigen sich Gerichte?, in: Geis/N
ullm

eier/D
aase (H

rsg.), D
er 

A
ufstieg der Legitim

itätspolitik, 2012, S. 398 (403).

（
31
）Christoph M

öllers, D
ie drei Gew

alten, 2008, S. 76.

（
32
）M

öllers, a.a.O
. (Fn. 30), S. 401.

（
33
）M

öllers, a.a.O
. (Fn. 30), S. 401.

（
34
）M

öllers, a.a.O
. (Fn. 30), S. 401f.

（
35
）V

gl. M
öllers, a.a.O

. (Fn. 30), S. 401f.

（
36
）M

öllers, a.a.O
. (Fn. 30), S. 403.

（
37
）V

gl. K
laus Ferdinand Gärditz, Funktionsw

andel der V
erw

altungsgerichtsbarkeit unter dem
 Einfluss des U

nionsrechts, 
Gutachten D

 zum
 71. D

eutschen Juristentag, 2016, D
 31f.:

「
裁
判
権
の
行
使
も
ま
た
─
─
主
と
し
て
事
案
に
関
わ
る
も
の
で
、
そ
れ

ゆ
え
法
律
の
形
式
に
内
在
す
る
─
─
（
具
体
的
・
個
別
的
な
）
法
定
立
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
単
な
る
法
認
識
の
過
程
な

の
で
は
な
い
。
裁
判
手
続
の
本
質
的
な
固
有
の
能
力
は
、
ま
さ
に
、
決
定
に
関
す
る
事
情
を
訴
訟
法
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
じ
て
構
成
す
る
こ
と

に
あ
る
」。

（
38
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 32f.
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（
39
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 33.

（
40
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 33.

（
41
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 33f.

（
42
）Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (799).

（
43
）Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (800).

（
44
）Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (800).

（
45
）K

laus Rennert, Legitim
ation und Legitim

ität des Richters, JZ 2015, 529 (538).

（
46
）Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (800); vgl. auch dens., JZ 2015, 529 (536, 538).

（
47
）Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (800).

（
48
）
な
お
、
近
年
の
民
主
的
正
統
化
論
も
、
個
別
的
正
統
化
の
構
想
ま
で
認
め
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
個
人
の
自
己
決
定
を
正
統
化

の
基
礎
と
し
て
承
認
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、H

ans-H
einrich T

rute, D
ie dem

okratische Legitim
ation der 

V
erw

altung, in: H
offm

ann-Riem
/Schm

idt-A
ßm

ann/V
oßkuhle (H

rsg.), Grundlagen des V
erw

altungsrechts, Bd. I, 2. A
ufl. 

2012, §
6.

（
49
）
そ
れ
を
タ
イ
ト
ル
と
す
る
包
括
的
研
究
と
し
て
、Sabine Schlacke, Ü

berindividueller Rechtsschutz, 2008.

（
50
）
な
お
、Gärditz, a.a.O
. (Fn. 37), D

 31 

は
、「
公
権
は
個
別
的
自
己
決
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
公
権
は
個
別
的
自
己
決

定
と
結
び
つ
く
も
の
と
理
解
す
る
。

（
51
）Gärditz, a.a.O
. (Fn. 37), D

 34.

（
52
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
団
体
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
取
り
扱
う
も
の
と
し
て
、
土
田
伸
也
「
ド
イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
の
近
年
の
動

向
（
一
）（
二
）」
比
較
法
雑
誌
三
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
五
頁
以
下
、三
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
八
九
頁
以
下
、大
久
保
規
子
「
ド

イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
」
塩
野
宏
先
生
古
稀
記
念
『
行
政
法
の
発
展
と
変
革
（
下
）』（
有
斐
閣
、二
〇
〇
一
年
）
三
五
頁
以
下
、同
「
ド

イ
ツ
に
お
け
る
環
境
団
体
訴
権
の
強
化
」
季
刊
行
政
管
理
研
究
一
〇
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
・
法
的

救
済
法
の
成
立
（
一
）（
二
）」
阪
大
法
学
（
大
阪
大
学
）
五
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
三
頁
以
下
、
五
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二

七
九
頁
以
下
、
同
「
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
指
令
と
環
境
団
体
訴
訟
」
甲
南
法
学
（
甲
南
大
学
）
五
一
巻
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
六
五
頁
以
下
、
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同
「
混
迷
す
る
ド
イ
ツ
の
環
境
団
体
訴
訟
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
（
北
海
道
大
学
）
二
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
二
七
頁
以
下
、
同
「
環
境

分
野
の
司
法
ア
ク
セ
ス
と
オ
ー
フ
ス
条
約
」
松
本
和
彦
編
『
日
独
公
法
学
の
挑
戦
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
九
七
頁
以
下
、
同
「
保

護
規
範
説
を
超
え
て
」
滝
井
繁
男
先
生
追
悼
論
集
『
行
政
訴
訟
の
活
発
化
と
国
民
の
権
利
重
視
の
行
政
へ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
）
四

七
四
頁
以
下
、小
澤
久
仁
男
「
ド
イ
ツ
連
邦
自
然
保
護
法
上
の
団
体
訴
訟
」
立
教
大
学
大
学
院
法
学
研
究
（
立
教
大
学
）
三
九
号
（
二
〇
〇
九
年
）

五
一
頁
以
下
、
同
「
環
境
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
の
行
方
」
香
川
大
学
法
学
会
編
『
現
代
に
お
け
る
法
と
政
治
の
探
求
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二

年
）
五
一
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
53
）Rainer W

ahl/Peter Schütz, in: Schoch/Schneider/Bier (H
rsg.), V

erw
altungsgerichtsordnung, §

42 A
bs. 2 Rn. 234.

（
54
）W

ahl/Schütz, a.a.O
. (Fn. 53), §

42 A
bs. 2 Rn. 235.

（
55
）
な
お
、
ド
イ
ツ
に
は
「
団
体
被
害
者
訴
訟
（V

erbandsverletztenklage

）」
と
い
う
概
念
も
あ
る
が
、W

ahl

とSchütz

に
よ
る
コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
本
来
的
な
意
味
で
の
団
体
訴
訟
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
団
体
被
害
者
訴
訟
と
は
、

団
体
が
団
体
自
ら
の
権
利
の
侵
害
を
主
張
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
後
段
の
枠
内
で
処
理
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
四
二
条
二
項
前
段
の
い
う
法
律
の
別
段
の
定
め
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
客
観
訴
訟
な
の
で
は
な
く
、
主
観
的
権

利
に
基
づ
く
訴
訟
で
あ
る
（W

ahl/Schütz, a.a.O
. (Fn. 53), §

42 A
bs. 2 Rn. 230

）。
日
本
で
も
「
私
益
的
団
体
訴
訟
」
と
「
団
体
被
害
者

訴
訟
」
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
こ
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
と
同
様
の
定
義
・
説
明
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
も
こ
れ
に
依

拠
し
て
お
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
の
ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
ら
の
概
念
に
つ
い
て
、
統
一
的
な
用
語
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
た
め
、
両
概
念
に
つ
い
て
い
え
ば
、
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
定
義
が
当
て
は
ま
る
と
は
限
ら
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
指
摘
を
行
う
最
近
の
文
献
と
し
て
、Guckelberger, a.a.O

. (Fn. 8), S. 74f. 

が
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
、Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
. 41 

は
、

私
益
的
団
体
訴
訟
と
団
体
被
害
者
訴
訟
と
い
う
概
念
を
、
ほ
ぼ
同
義
の
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
点
、
実
際
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

団
体
訴
訟
は
主
観
的
権
利
に
関
係
す
る
か
否
か
、ま
た
は
、公
益
的
団
体
訴
訟
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
の
区
別
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
内
部
に
お
け
る
細
分
化
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
。

（
56
）W
ahl/Schütz, a.a.O

. (Fn. 53), §
42 A

bs. 2 Rn. 235.

（
57
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 34.

（
58
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 42. Eberhard Schm

idt-A
ßm

ann, in: M
aunz/D

ürig (H
rsg.), Grundgesetz, A

rt. 19 A
bs. 4 Rn. 9 

に
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依
拠
す
る
島
村
健
「
環
境
団
体
訴
訟
の
正
統
性
に
つ
い
て
」
阿
部
泰
隆
先
生
古
稀
記
念
『
行
政
法
学
の
未
来
に
向
け
て
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二

年
）
五
一
八
頁
の
註
（
34
）
も
参
照
。

（
59
）
な
お
、
現
在
の
環
境
団
体
訴
訟
制
度
は
、
連
邦
自
然
保
護
庁
に
よ
る
極
め
て
厳
格
な
審
査
の
下
で
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
団
体
を
決
定
し
て
い

る
た
め
、
団
体
訴
訟
に
慎
重
な
立
場
か
ら
懸
念
さ
れ
て
い
た
「
訴
訟
の
洪
水
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
現
象
は
生
じ
て
い
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、Schlacke, a.a.O

. (Fn. 49), S. 226, 497.

（
60
）
し
た
が
っ
て
、
連
合
法
上
の
基
準
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
義
務
を
除
き
、
団
体
訴
訟
の
導
入
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 42.

（
61
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 42f.

（
62
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 42f.; Schlacke, a.a.O

. (Fn. 4), N
ach §

42 (Ü
berindividueller Rechtsschutz) Rn. 7.

（
63
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 42f., 102.

（
64
）
ド
イ
ツ
に
お
い
て
動
物
保
護
団
体
訴
訟
を
導
入
し
た
実
績
の
あ
る
ラ
ン
ト
は
、ブ
レ
ー
メ
ン
（
二
〇
〇
七
年
）、ハ
ン
ブ
ル
ク
（
二
〇
一
三
年
）、

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン－

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン（
二
〇
一
三
年
）、ザ
ー
ル
ラ
ン
ト（
二
〇
一
三
年
）、ラ
イ
ン
ハ
ル
ト－

プ
フ
ァ
ル
ツ（
二
〇
一
四
年
）、

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ－

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
（
二
〇
一
四
年
）、
バ
ー
デ
ン－

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
（
二
〇
一
五
年
）、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
（
二
〇

一
七
年
）、
そ
し
て
ベ
ル
リ
ン
（
二
〇
二
〇
年
）
の
九
ラ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
あ
る
ラ
ン
ト
の
合
計
数
が
一
六
で
あ
る
こ
と
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法
上
の
動
物
保
護
団
体
訴
訟
は
二
〇
一
〇
年
代
以
降
、
急
速
に
導
入
が
進
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
内
の
ノ
ル
ト
ラ

イ
ン－

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
は
、
二
〇
一
八
年
に
関
連
す
る
ラ
ン
ト
法
の
延
長
を
行
わ
ず
、
制
度
を
廃
止
し
た
。
ラ
ン
ト
に
お
け
る
動
物
保

護
団
体
訴
訟
の
導
入
状
況
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
ド
イ
ツ
動
物
保
護
連
盟
の
団
体
訴
訟
に
関
す
る
ペ
ー
ジ
も
参
照
（
最
終
閲
覧
：
二
〇
二
三
年

一
月
三
一
日
）。https://w

w
w
.tierschutzbund.de/inform

ation/hintergrund/recht/verbandsklage/

（
65
）
ド
イ
ツ
の
基
本
法
五
条
三
項
一
文
目
は
、「
芸
術
と
科
学
、
そ
し
て
研
究
と
教
育
は
、
自
由
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。

（
66
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、さ
ら
に
、Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 43: 

「
基
本
法
五
条
三
項
一
文
目
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
学
問
上
の
方
法
決
定
は
、

感
情
的
で
非
科
学
的
な
特
殊
利
益
と
対
立
す
る
中
で
し
か
下
さ
れ
え
な
い
」。

（
67
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 46f., 102.

（
68
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 42.
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（
69
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 102.

（
70
）
岸
本
太
樹
「
環
境
団
体
訴
訟
の
法
制
化
」
法
律
時
報
九
一
巻
一
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
四
頁
以
下
。
岸
本
教
授
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
自
然
保

護
庁
のO

liver H
endrischke

に
ド
イ
ツ
の
環
境
団
体
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
実
際
の
団

体
の
認
証
評
価
の
運
用
に
お
い
て
は
、
任
務
遂
行
能
力
要
件
に
つ
い
て
、「
団
体
の
組
織
及
び
財
政
的
基
盤
（
構
成
員
の
人
数
や
事
務
局
体
制
＝

行
政
手
続
に
参
加
し
、
訴
訟
を
遂
行
す
る
に
必
要
か
つ
十
分
な
組
織
、
財
政
力
、
人
的
能
力
＝
専
門
性
を
備
え
て
い
る
か
、
組
織
の
運
営
が
民

主
的
か
つ
公
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
）
を
細
か
く
総
合
的
に
み
て
い
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
自
然
保
護
法
お
よ
び
環
境
・
法
的

救
済
法
の
認
証
要
件
に
つ
い
て
は
、
山
本
隆
司
「
団
体
訴
訟
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
六
一
頁
以

下
も
参
照
。
こ
う
し
た
認
証
評
価
に
あ
た
っ
て
の
厳
格
な
審
査
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
環
境
団
体
訴
訟
の
原
告
勝
訴
率
は
一
般
の
行
政
訴
訟
と

比
べ
て
高
い
と
さ
れ
て
い
る
（
山
本
・
同
論
文
・
一
六
一
頁
）。

（
71
）V

gl. Reinhard Sparw
asser/Rüdiger Engel/A

ndreas V
oßkuhle, U

m
w
eltrecht, 5. A

ufl. 2003, §
2 Rn. 2. 

特
に
Ｅ
Ｕ
環
境
法
に

お
け
る
執
行
の
欠
缺
に
つ
い
て
、Matthias Ruffert, Subjektive Rechte im

 U
m
w
eltrecht der Europäischen Gem

einschaft, 1996, S. 
5ff.; B

ernhard W
egener, R

echte des E
inzelnen, 1998, S. 17ff.; U

lrike G
iera, Individualrechte im

 europäischen 
U
m
w
eltrechte, 2015, S. 29ff.

（
72
）
岸
本
・
前
掲
註
（
70
）
五
一
頁
以
下
。

（
73
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 43f.

（
74
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 45.

（
75
）Gärditz, a.a.O
. (Fn. 37), D

 45.

（
76
）K

laus F
erdinand G

ärditz, E
uropäisierter U

m
w
eltrechtsschutz als Laboratorium

 des V
erw

altungsprozessrechts: 
Entw

icklungspfade zw
ischen Prozeduralisierung, O

bjektivierung und Subjektivierung, EurU
P 2015, 196 (204); vgl. auch 

dens., a.a.O
. (Fn. 37), D

 44.

（
77
）V
gl. auch Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (800).

（
78
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 46.

（
79
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 36.
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（
80
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 37.

（
81
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 37.

（
82
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 37.

（
83
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 36f. 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、Rennert, D

V
Bl. 2015, 793 (800): 

「
行
政
訴
訟
が
こ
う
し
た
特
色
を
受

け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
行
政
訴
訟
と
行
政
手
続
の
区
別
が
失
わ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
も
は
や
逐
一
の
事
後
審
査
だ
け
で

は
な
く
、
第
二
の
包
括
的
な
公
共
善
の
定
式
化
を
も
職
務
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
官
は
、
事
後
的
な
判
決
者
か
ら
、
先
取
り
的
な

社
会
形
成
者
に
さ
え
な
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
官
は
、
そ
の
正
統
化
の
根
拠
を
越
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
決
定
は
、
も
は
や
争
訟
事
項
に
お
け
る

判
決
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
体
的
な
行
政
活
動
な
の
で
あ
る
」。

（
84
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 37.

（
85
）
こ
の
環
境
団
体
訴
訟
に
お
け
る
排
除
効
を
定
め
た
当
時
の
環
境
・
法
的
救
済
法
二
条
三
項
は
、
二
〇
一
五
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に

よ
っ
て
オ
ー
フ
ス
条
約
に
違
反
す
る
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、
二
〇
一
七
年
に
同
規
定
は
廃
止
さ
れ
た
。EuGH

, Rs. C-137/14, EU
:C:2015:683 

(K
om

m
ission/D

eutschland). 

こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
規
子
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
団
体
訴
訟
の
動
向
分
析
」
阪
大
法
学
（
大
阪

大
学
）
七
二
巻
三－

四
号
（
二
〇
二
二
年
）
四
七
頁
以
下
、小
澤
久
仁
男
「
ド
イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
実
体
的
排
除
効
の
終
焉
と
新
た
な
展
開
」

西
埜
章
先
生
・
中
川
義
朗
先
生
・
海
老
澤
俊
郎
先
生
喜
寿
記
念
『
行
政
手
続
・
行
政
救
済
法
の
展
開
』（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
）
五
三
九
頁
以

下
、
岸
本
・
前
掲
註
（
70
）
五
五
頁
の
註
（
16
）
も
参
照
。
団
体
訴
訟
に
お
け
る
実
体
的
排
除
効
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行

政
手
続
に
参
加
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
失
わ
れ
、そ
の
価
値
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、

Claudio Franzius, M
odernisierung des subjektiven öffentlichen Rechts, U

PR 2016, 281 (286).

（
86
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 37f.

（
87
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 37f.

（
88
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 45f., 102.

（
89
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 44ff., 102. Gärditz

に
よ
る
と
、
個
人
保
護
的
な
規
範
が
そ
こ
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
団
体

訴
訟
の
導
入
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
い
う
。

（
90
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 46.
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（
91
）Gärditz, a.a.O

. (Fn. 37), D
 53.

（
92
）
例
え
ば
、Sabine Schlacke

は
、
団
体
訴
訟
の
正
統
化
は
法
律
に
よ
っ
て
客
観
的
な
訴
権
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
十
分
で
あ
る
と
理

解
す
る
の
で
あ
り
（a.a.O

. (Fn. 49), S. 501

）、Gärditz

の
主
張
す
る
客
観
的
な
訴
権
が
生
ぜ
し
め
う
る
正
統
化
の
不
足
を
問
題
視
し
て
い
な

い
。
ま
た
、Möllers

は
、立
法
者
に
は
個
人
の
訴
権
と
公
共
善
の
保
護
と
の
間
に
新
た
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
お
り
、

「
し
た
が
っ
て
公
益
訴
訟
は
、
そ
れ
が
裁
判
所
自
身
に
よ
っ
て
広
く
発
議
さ
れ
る
場
合
に
の
み
疑
わ
し
い
も
の
と
な
る
」
と
、
そ
の
限
界
を
線
引

き
す
る
（Christoph M

öllers, T
he T

hree Branches, 144-146 (2013)

）。
こ
れ
は
、
彼
が
裁
判
所
の
正
統
化
が
「
原
告
の
要
求
」
に
よ
り

行
わ
れ
る
と
し
て
い
た
こ
と
と
も
一
致
す
る
と
い
え
よ
う
。

（
93
）
こ
の
点
、
近
時
の
日
本
に
お
け
る
客
観
訴
訟
の
憲
法
上
の
限
界
に
関
す
る
議
論
の
到
達
点
と
も
い
え
る
の
が
、
村
上
・
前
掲
註
（
８
）
五
三

頁
以
下
で
あ
る
。
村
上
教
授
は
、
日
本
に
お
け
る
公
法
学
者
ら
の
学
説
を
整
理
し
た
上
で
、
客
観
訴
訟
の
憲
法
上
の
限
界
に
関
す
る
「
暫
定
的

な
見
解
」
と
し
て
、
①
客
観
訴
訟
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
現
実
に
紛
争
が
存
在
し
、
か
つ
、
主
観
訴
訟
を
通
じ
た
解
決
が
困
難
で
あ

る
こ
と
）、
②
三
権
分
立
が
実
質
的
に
損
な
わ
れ
な
い
こ
と
、
③
客
観
訴
訟
の
創
設
が
国
民
の
権
利
保
護
と
い
う
裁
判
所
の
任
務
を
妨
げ
な
い
こ

と
、
④
適
切
な
訴
訟
当
事
者
が
選
定
さ
れ
る
こ
と
、
⑤
法
的
な
判
断
基
準
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
裁
判
所
に
政
治
的
な
判
断
を
求
め

る
制
度
と
な
ら
な
い
こ
と
）、
⑥
裁
判
所
の
判
断
に
終
局
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
六
点
を
提
示
す
る
。
以
上
の
村
上
教
授
の
見
解
は
、
客
観
訴

訟
の
憲
法
上
の
限
界
、
す
な
わ
ち
客
観
訴
訟
の
創
設
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
局
面
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
他
方
で
、

団
体
訴
訟
の
創
設
が
要
請
さ
れ
る
局
面
に
つ
い
て
論
じ
た
数
少
な
い
論
文
が
、
島
村
・
前
掲
註
（
58
）
五
一
三
頁
以
下
頁
以
下
で
あ
る
。
島
村

教
授
は
、ま
ず
環
境
団
体
訴
訟
の
憲
法
上
の
許
容
性
に
つ
い
て
は
、制
度
設
計
の
上
で
い
く
つ
か
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
あ
る
も
の
の
、

日
本
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、
比
較
的
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
公
益
的
団
体
訴
訟
を
創
設
す
る
こ
と
に
憲
法
上
の
問
題
は
な
い
と
の
認
識

を
示
す
。
そ
の
上
で
、
客
観
訴
訟
ま
た
は
環
境
団
体
訴
訟
に
対
し
て
提
示
さ
れ
る
規
範
的
な
（
憲
法
上
の
）「
疑
義
は
、
そ
れ
が
些
細
な
懸
念
で

あ
っ
て
も
、
憲
法
上
の
価
値
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
客
観
訴
訟
の
導
入
が
規
範
的
な
（
あ
る
い
は
憲
法
上
の
）
支
え
の
な
い
単
な
る
政

策
論
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
リ
ス
ク
を
冒
し
て
ま
で
団
体
訴
訟
を
導
入
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
か
ね
な
い
」
と
の
懸
念
を

示
し
、環
境
団
体
訴
訟
を
規
範
的
な
観
点
か
ら
積
極
的
に
正
統
化
す
る
必
要
性
を
説
く
。
島
村
教
授
の
見
解
に
お
い
て
、特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

環
境
法
に
お
い
て
問
題
と
な
る
利
益
の
性
質
に
着
目
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
島
村
教
授
は
、「
環
境
利
益
と
い
う
集
合
化
さ
れ
た
利
益
を
適
切
に

表
現
さ
せ
、
そ
の
価
値
の
重
み
に
応
じ
て
行
政
決
定
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
は
、
通
常
の
民
主
政
の
過
程
と
、
主
観
的
権
利
・
利
益
の
司
法
的
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保
護
の
シ
ス
テ
ム
の
み
で
は
、
構
造
的
に
不
十
分
で
あ
」
り
、
ま
た
、「
良
好
な
自
然
的
生
存
基
盤
を
享
受
す
る
と
い
う
将
来
世
代
の
利
益
は
、

民
主
政
の
過
程
に
お
い
て
過
少
代
表
さ
れ
る
お
そ
れ
が
大
き
い
」
と
い
う
問
題
を
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
こ
の
よ
う
な
問

題
に
関
し
、
わ
れ
わ
れ
の
法
秩
序
は
、
良
好
な
自
然
的
生
活
基
盤
を
将
来
世
代
の
た
め
に
維
持
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
民
主
的

正
統
性
を
有
す
る
立
法
者
が
、
民
主
政
の
過
程
が
抱
え
る
構
造
的
問
題
を
矯
正
す
る
た
め
の
い
わ
ば
メ
タ
決
定
を
予
め
行
っ
て
い
る
も
の
と
理

解
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
な
方
向
づ
け
に
加
え
て
、
さ
ら
に
、
具
体
的
な
事
案
の
処
理
に
際
し
て
も
、
と
り
わ
け
行
政
法
規
に

定
め
ら
れ
た
処
分
要
件
が
衡
量
に
開
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
自
ら
の
手
足
を
喰
う
蛸
の
ご
と
き
社
会
的
決
定
が
下
さ
れ
ぬ
よ
う
組
織
的
手
当

て
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
以
上
の
認
識
を
前
提
と
し
な
が
ら
、「
環
境
公
益
訴
訟
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

領
域
に
お
い
て
い
っ
た
ん
具
体
的
に
作
動
し
始
め
た
民
主
政
の
過
程
か
ら
距
離
を
隔
て
た
、
独
立
か
つ
中
立
的
な
機
構
と
し
て
の
裁
判
所
に
よ

る
行
政
統
制
が
可
能
と
な
る
」
と
し
、
こ
う
し
て
環
境
公
益
訴
訟
の
導
入
が
規
範
的
に
正
統
化
さ
れ
る
（
法
的
に
要
請
さ
れ
る
）
と
の
結
論
を

導
き
出
し
て
い
る
。

（
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公
権
の
概
念
を
拡
大
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
る
「
監
視
者
的
権
利
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
第
五
章

を
参
照
。

（
96
）
参
照
、
島
村
・
前
掲
註
（
58
）
五
一
三
頁
以
下
。

（
97
）
参
照
、
岸
本
・
前
掲
註
（
70
）
五
六
頁
。

（
98
）
日
本
に
お
い
て
も
、
特
に
近
年
、
団
体
訴
訟
の
具
体
的
な
制
度
設
計
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
環
境
団
体
訴
訟
の
制
度
設

計
に
関
す
る
近
年
の
重
要
な
業
績
と
し
て
、
岸
本
・
前
掲
註
（
70
）
五
一
頁
以
下
、
島
村
健
「
環
境
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
九
頁
以
下
、亘
理
格
「
環
境
公
益
訴
訟
」
環
境
法
政
策
学
会
誌
二
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
七
頁
以
下
が
あ
る
。


